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I はじめ|

平成21年現在、我が国の高齢化率は22.8%と なっている。
内閣府が平成22年に実施した「介護保険制度に関する世論調査」の結果によると、「4

人に1人が 65歳以上という超高齢社会の到来に関心がある」と回答した者の害」合は
88.6%、「自分自身や家族が要介護者になることに対して不安がある」と回答した者の割
合が75%を超えるなど、介護に関する国民の関心は極めて高い。

・ また、世帯構造も大きく変化している。

平成 21年現在の世帯総数は4,801万世帯である力ヽ そのうち、65歳以上の者がいる
世帯が2,013万世帯、全世帯に占める害J合が41.9%と なっており、その半数以上は単独
世帯と夫婦のみの世帯 (合計で1,062万世帯)である。
かつては、65歳以上の高齢者のいる世帯のうち、半数近くは三世代世帯が占めていた

力ヽ その割合は年 減々少傾向にありt将来的にも、高齢の単独世帯・夫婦のみの世帯が

増加するものと見込まれている。

※ 三世代世帯の推移 (括弧内は、65歳以上の者のいる世帯に占める割合)

昭和61年 :438万世帯 (44.8%)→平成7年 :423万世帯 (33.3%)
→平成21年 :352万世帯 (17.5%)

・ 高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加や介護期間の長期化など介護に対する二―
ズが増大する一方、核家族化・単身化の進行や家族介護者の高齢化など要介護高齢者を
支えてきた家族を巡る状況も変化する中で、平成12年度には、高齢者の介護を社会全体
で支え合う仕組みとして介護保険制度が導入されるとともに、その後の制度改正や報酬
改定等を通じてく住み慣れた地域で暮らし続けることができるための環境整備が進めら
れてきた。

このような制度面での対応に併せ、近年の介護二―ズの多様化・高度化に対応し、質
の高いサービスを安定的に提供していくためには、高齢者や障害者等に対する介護サニ

ビスの担い手である「介護人材」の安定的な確保とその資質向上もまた不可欠である。

・ 中でも、介護現場において中核的な役害」を果たしている介護福祉士の制度は昭和 63

年に創設されたものであるが、その後の認知症高齢者の増加、「措置」から「契約」への
変更 (介護保険制度や障害者自立支援法の施行)、 成年後見 ,権利擁護への対応など、新
しい役割が求められている。このため、介護福祉士の資格取得方法について、その資質
向上を図る観点から、平成19年に法律改正が行われ、すべての者について一定の教育プ
ロセスを経た後に国家試験を受験するとの形に、資格取得方法が一元化された。
具体的には、介護福祉士養成施設及び福祉系高校における教育時間が 1,800時間まで

充実されるとともに、教育内容についても抜本的に見直され、介護の実践の基盤となる
教養や倫理的態度を涵養する「人間と社会」、尊厳の保持や自立支援の考え方を踏まえ、
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生活を支えるために必要な専門的知識・技術を学ぶ「介護」、多職種協働や適切な介護の

提供に必要な専門的知識を学ぶ「こころとからだのしくみ」の三領域に再構成された。

併せて、介護福祉士養成施設卒業者に対して国家試験受験が義務付けられ、試験に合格

しなければ資格を取得できないこととされた。また、介護福祉士資格を取得しようとす

る実務経験者に対しても、3年以上の実務経験に加えて、後述の「実務者研修」の受講

が義務付けられた。

・ しかしながら、平成 19年の法律改正により介護福祉士の資質向上が期待される一方、

現在の介護分野においては、地域によっては人手不足が生じている等の課題があり、介

護人材の安定的な確保に向けたきめ細かい配慮も必要となつてきている。

・ 本検討会は、平成22年 3月 に、厚生労働大臣政務官の指示に基づき、社会・援護局及

び老健局が共同で庶務を行い、社会 ,援護局長が招集する検討会として設置されたもの

である。これまで、延べ9回にわたり、介護人材の資質向上と量的確保が可能な限り両

立されるよう、介護分野の現状に即した介護福祉士の養成の在り方について検討を行う

とともに、介護人材全体のキャリアパスの構築に資するため、介護人材養成の今後の具

体像につし`て議論を重ねてきた。

議論に当旭つては、「介護福祉士の資格取得方法の見直しに対する意見」や「介護現場

で実施されている各種研修の実施状況」、「個々の現場職員の研修二一ズ」を広く調査す

るとともに、これから介護福祉士資格の取得を目指す現場職員から本検討会の場でヒア

リングを行うなど、現場の実態を可能な限り把握する形での議論に努めてきた。

,本報告書は、これまでの議論を踏まえ、介護分野の現状に即した介護福祉士の養成の

在り方と介護人材の今後のキャリアパスについて示したものである。
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Ⅱ 介護人材を取り巻く状

(介護職員数の推移)

・ 平成20年現在、介護職員数 (介護保険事業に従事する「介護職員」をいう。)は 128.0

万人であり、介護保険制度が導入された平成 12年と比較して2倍以上となっている。
※ 介護職員数の推移

平成12年:549万人お平成16年:1∞ 2万人→平成20年 1128.0万人

一方で、今後は、昭和22年から24年生まれのいわゆる「団塊の世代」力滴齢者とな
つていくため、介護に対するニーズは一層増加していく。社会保障国民会議が平成 20

年に行つたシミュレーシヨン結果によると、この「団塊の世代」が全員75歳以上になる
平成37(2025)年には、212～255万人程度の介護職員が必要になるとされている。

(介護福祉士数の推移)

・ 介護保険事業に従事する介護福祉士については、平成20年現在で40.6万人となって
おり、介護職員128.0万人に占める介護福祉士の割合(以下「介護福祉士割合」という。)

は31,7%である。

・ 介護保険事業に従事する介護福祉士の推移をみると、介護保険制度が導入された平成
12年と比較して3倍以上となっており、近年では、毎年4ん 5万人程度増加している。
介護福祉士割合の推移をみると、平成 12年から17年までは概ね横ばいであったカミ

平成 18年以降は、毎年2～ 3%程度上昇しているところである。
※ 介護保険事業に従事する介護福祉士数の推移 (括弧内は、介護福祉士割合)

平成 12年 :13.2万人 (24.2%)→平成 16年 :21.9万人 (239%)
→平成 20年 :40.6万人 (31.フ%)

・ なお、介護保険事業以外の分野で働く介護福祉士や、資格を持ちながらも就業してい
ない介護福祉士も相当数存在する。

介護保険事業には該当しないがt障害分野等で介護等の業務に従事している介護福祉
士が平成20年で7.1万人、介護福祉士の資格を取得しながらも介護等の業務に従事して
いない潜在的介護福祉士が平成20年で25.2万人存在する。

・ 介護福祉士の資格を取得し、介護福祉士登録簿に登録を受けている介護福祉士登録者
数は、平成 21年で81.1万人に達しており、現に介護等の業務に従事している介護福祉
士数よりも相当程度多い。

なお、介護福祉士登録者数の推移をみると、平成 12年から17年までは、毎年4～ 6
万人程度増加していた力ヽ 平成18年以降は登録者数が増加しており、毎年の増加数は8
～9万人程度となっている。    |
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(労働市場の状況)

・ 人口減少社会を迎えた我が国においては、各種の雇用施策を講ずることにより、若者・

女性・高齢者等の労働市場への参加を促していつたとしても、労働力人口の減少は避け

られない。平成 20年の労働力人口は6,600万人であったが、平成 37(2025)年 には5,800

～6,300万人程度になるものと推計されている。(平成 19年 12月 の雇用政策研究会「労

働力人口の見通し」)

・ また、近年の介護分野の労働市場の動向をみると、平成 18年度から20年度にかけて

有効求人倍率が急激に上昇したカミ平成21年度には、経済情勢の変化により有効求人倍

率が大幅に低下した。

しかしながら、平成22年度に入り、労働市場全体の有効求人倍率は0.5～0.6倍前後

で推移しているものの、介護分野における有効求人倍率は上昇傾向にある。

※ 介護分野における有効求人倍率の推移

平成18年度:1,74倍→平成20年度:2,20倍→平成 21年度:1.33倍

平成 22年 4月 :1.11倍→同年7月 :123倍→同年 11月 :1.53倍

`加えて、中長期的には、必要となる介護職員は増加していく一方で労働力人口は減少

していくことから、人材難の状況が続くと考えられ、引き続き介護人材確保対策に取り

組んでいくことが重要である。     `
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Ⅲ 介護福祉士害」合の目

本検討会では、介護人材の養成体系を今度どのように整備していくべきかという点だ

けではなく、介護福祉士割合について、当面、どの程度の水準を目安と考えていくこと

が適当かという点についても議論を行つた。

「I 介護人材を取り巻く状況」の部分にも記載したとおり、平成 20年現在の介護職

員数は 128.0万人、介護保険事業に従事する介護福祉士数は40.6万人、介護福祉士割合

|ま 31.7%と なっており、平成 18年以降は、介護福祉士害」合が毎年2～ 3%程度上昇し

ている。

利用者に対して質の高いサービスを提供していくという観点からは、介護福祉士割合

は高ければ高い方が望ましいが、一方で、「団塊の世代」が全員75歳以上になる平成 37

年には 212～255万人程度という多数の介護職員が必要となることも併せて考慮する必

要がある。

このように、質の高いサニビスの提供と、介護人材の確保という二つの目的を両立さ

せていくという観点からは、介護福祉士割合については、当面5割以上を目安とするこ

と力漑 ね妥当ではないかと考えられる。
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Ⅳ 介護人材の養成体系につい

1 基本的考え方

・ 「Ⅱ 介護人材を取り巻く状況」の部分にも記載したとおり、平成 37年には212～

255万人程度の介護職員が必要になるため、今後は、毎年5～ 7万人程度の介護職員

を増加させていくことが必要となる。

一方で、労働力人口が今後とも減少していく中で介護人材を安定的に確保していく

ためには、介護現場を魅力ある職場としていくことが課題であり、このためには、介

護の世界で生涯働き続けることができるという展望を持てるようなキャリアパスを整

備していくことが重要である。

・ 我が国の年齢別人口をみると、若年層は減少傾向にあり、今後も出生率の大幅な上

昇は見込めない状況であり、このような中で、介護人材を安定的に確保していくため

には、介護福祉士養成施設卒業者等を中心とした若年層だけではなく、介護福祉士等

の資格を取得しながら介護等の業務に従事していない潜在有資格者の復職支援を進め

るとともに、子育てが一段落した主婦層、他産業から介護職への転職を目指す人々、

社会貢献に関心のある定年退職者などにも焦点を当てる必要がある。

このように、多様な経歴の人々が介護の仕事へ参入できるようにするためには、介

護職の間回は広くしておく一方で、段階的な技能形成とキャリアアップを可能にする

ことにより、量の確保と資質の向上が両立できるような養成体系を整備していくこと

が必要である。

・ 介護人材の養成体系の今後の在り方については後述のとおりであるが、事業者が職

員の研修受講を積極的に支援するとともに、現場職員が積極的なスキルアップに努め

ることが、質の高いサービスの提供につなげるためには不可欠である。

また、研修内容についても、現場の二一ズや介護技術・理論の深化等を継続的にフ

ォローした内容となっていなければ、研修受講の意欲が高まらない。研修を担当する

講師についても、質の高い教育を提供できるよう、不断の努力をすべきである。介護

福祉士養成施設 (2年以上の養成課程)では、平成 21年度から実践を重視した新力

リキュラムによる教育が行われているが、ここでの教育上の成果やノウノ、ウを教育関

係者が介護人材の養成体系全体に展開していくことが必要である。

介護人材の養成体系の整備と併せて、人材養成に関わるすべての関係者のたゆまぬ

努力を期待する。

・ 併せて、本人のキャリア形成に応じた適切な評価がなされるよう、介護報酬面での

担保をしていくことも必要である。

例えば、平成21年度の介護報酬改定においては、介護の専門性等に対する評価及び

キャリアアップを推進する観点から、介護福祉士等が一定程度雇用されている事業所
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に対する加算措置が設けられた力ヽ このような評価を更に進めていくことについて、

今後、所管の審議会において検討が進められることを期待したい。

2 キャリアパスの全体像

・ 介護人材のキャリアパスを検討していく上では、入職時点、一定の実務経験を経た

後など、それぞれの段階ごとに求められる役害1や能力を明確にした上で、その能力の

修得を目指した資格・研修体系を構築していく必要がある。

・
.介

護分野には、現在、訪問介護員 (ホームヘルパー)養成研修 (1級と2級)、 介護

職員基礎研修、介護福祉士など、様々な研修・資格が存在している。

また、ホームヘルパ=は主として訪間介護等の在宅サービスを念頭に置いた研修、

介護職員基礎研修と介護福祉士は在宅・施設を問わず介護職として必要な知識・技術
の修得を図る研修・資格であるが、それぞれの研修 資ヽ格が十分に連動した関係とは

なっていない。

さらに、介護福祉士資格取得後のキャリアパスについてはt現在のところ、十分な

仕組みがない。        |

,そ こでt介護人材のキャリアパスを簡素でわかりやすいものとするとともに、介護
の世界で生涯働き続けることができるという展望を持てるようにするため、今後は、
以下のように整備していくことを基本とする。

ただし、例え|よ 「介護職への入職段階 (初任者研修修了段階)」 から直接「介護福
祉士資格取得段階」に至るのではなく、知識・技術の修得や現場での能力評価等によ

り、段階的にステップアップしていくことが考えられる。

① 介護職への入職段階 ～ 初任者研修修了段階 |
。 この段階で求められるのは、在宅・施設を問わず、職場の上司の指示等を受け
ながら基本的な介護業務を実践する能力であり、介護現場で働く上で必要となる

基本的な知識・技術を、後述の「初任者研修」を通じて修得することが必要であ
る。

② 一定の実務網験後 (実務3年以上)/介護福祉士養成施設卒業 ～ 介護福祉士
資格取得段階
'この段階で求められるのは、利用者の状態像に応じた系統的・計画的な介護や

医療職との連携等を行うための幅広い領域の知識・技術を修得し、的確な介護を
実践する能力であり、介護福祉士資格の取得者に期待される能力である。
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③ 介護福祉士資格取得後更に一定の実務網験後 ～ 認定介護福祉士段階
・ この段階で求められるのは、養成課程で修得した知識・技術を、実務経験を通

じて確固たるものとした上で、それを十全に活用し、多様な生活障害を持つ利用

者に質の高い介護を実践するとともに、介護チームの中で、介護技術の指導や職

種間連携のキニパニソンとなり、チームケアの質を改善していく能力であり、後

述の「認定介護福祉士 (仮称)」 のスキームを通じて修得することが望まれる。

介護福祉士

<実務者研修>

初任者研修修了者

(ホームヘルパー2級研修相当)

○実務経験を経て養成課程で修得した知識・技

術等を十全に活用し、多様な生活障害をもつ
利用者に質の高い介護を実践

○介護チームにおいて、介護技術の指導や職種

間連携のキーパーソンとなり、チームケアの質
を改善

○利用者の状態像に応じた系統的・計画的な介

護や他職種との連携等を行うための幅広い領
域の知識・技術を修得し、的確な介護を実践

○在宅・施設で働く上で必要となる基本的な知

識・技術を修得し、指示を受けながら、介護業

務を実践

腎濡 特
Ａ

∵

日

(養成施設ルート)

Ａ

Ｔ

Ｉ

3 介護福祉士に至るまでの養成体系の在り方

(1)ホームヘルパー研修t介護職員基礎研修、実務者研修 (仮称)(6ヶ月研修)の関係

(本一ムヘルパー研修)

・ 現在のホームヘルパー2級相当の研修を「初任者研修 (仮称)」 と位置付けるとと

もに、研修内容について、現在の在宅中心の内容から、在宅 ,施設を問わず介護職

として働いていく上で基本となる知識・技術を修得できるようなものとなるよう、

今後改めていくことが適当である。その際、在宅サービスに必要な知識・技術の水

準が確保されるよう配慮する必要がある。

・ なお、ホームヘルパー 1級研修については、平成24年度に介護職員基礎研修と一

本化される予定である。
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(介護職員基礎研修)

・ 今後、介護福祉士資格を取得しようとする実務網験者が介護福祉士国家試験を受
・ 験する際に実務者研修の受講が義務付けられることにより、本一ムヘルパー2級と

介護福祉士との間に、「介護職員基礎研修」と「実務者研修」の二つの研修体系が存

在することになる。

しかしながら、介護職員基礎研修と実務者研修の関係が必ずしも十分に整理され

ておらず、同様の研修が併存することにより、養成体系が複雑化する嫌いがある。

'そこで、介護人材の養成体系を簡素でわかりやすいものとする観点から、実務者

研修の施行に合わせて、介護職員基礎研修を実務者研修に一本化することが適当で

ある。ただし、その際には、既に介護職員基礎研修を修了している人々に対する十

分な配慮が必要である。

これにより、ホームヘルパー1級と介護職員基礎研修の両方が、実務者研修に一

本化されることになる。

(2)実務者研修 (6ヶ月研修)の見直し

(平成19年の法律改正の趣旨)

・ 「I はじめに」の部分にも記載したとおり、認知症高齢者の増加、「措置」から
「契約」への変更 (介護保険制度や障害者自立支援法の施行)t成年後見・権利擁護
べの対応など、介護福祉士に新しい役割が求められている中で、実務網験だけでは

十分に修得できない知識・技術を身に付けることが必要であり、平成 19年の法律改

正により、介護福祉士国家訓験を受験する実務経験者に対して、実務者研修 (6ヶ

月研修)の受講が義務付けられたし

'この実務者研修は、「幅広い利用者に対して、基本的な介護を提供できる能力を修

得する」という、介護福祉士養成施設 (2年以上の養成課程)における教育上の到

達目標と同等の水準に到達することを目指しているものであり、またtこの研修を

通じて、今後の制度改正あるいは高齢化の進展の中での新たな課題や技術・知見を

自ら把握できる能力を獲得することが期待されているものであるも

(研修時間数)

・ 一方、介護分野における人材不足問題が顕在化する中で、本検討会で各種調査 (介

護福祉士の資格取得方法の見直しに関する意見等)や現場職員からのヒアリングを

実施したが、これらによると、継続的な自己啓発の必要性は感じているものの、実

務者研修の目的・内容等についての理解が十分に浸透していない状況であり、「研修
時間が長すぎる」などといった負担感を感じている現場職員が少なくない。

このような現状を踏まえると、介護福祉士の資格取得を目指す現場職員の意欲を
減退させないような配慮が必要である。
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また、社会福祉制度や医学的な知識などは実務経験だけでは十分に修得できない

が、利用者や家族とのコミュニケーションや信頼関係の構築などは、実務経験を通

じて身に付けるものもあるとの意見もある。

, これらの点を踏まえ、「幅広い利用者に対して、基本的な介護を提供できる能力を

修得する」ために必要な研修内容は確保するという考え方は維持しつつ、実務経験

を通じて修得できる知識・技術を改めて検討・整理し、平成19年の法律改正当時は

600時間と想定していた実務者研修 (6ヶ月研修)の時間数については、450時間と

して施行することが適当である。

(受講しやすい環境の整備)

,実務者研修は、実務経験者を対象とした研修であることから、その施行に際して

は、現場で働きながらでも研修を受講しやすい環境を整備していくべきである。

・ 実務者研修は、法律上は「学校又は養成施設において、6月 以上知識・技術を修

得」と規定されているものの、これは必ずしも「6か月間連続して学ぶ場所に通う

こと」を意味するものではない。

数年間かけて少しずつ研修を修了すればよく、また、働きながらでも無理なく勉

強することができるよう、教育水準を担保する措置を講じつつ、通信教育を積極的

に活用することを想定している。同様に、インターネットやテレビ放送を利用した

教育も考えられる。

・ また、現場で働きながらでも研修を受講できるようにするためには、身近な地域

で受講できる環境を整備していく必要がある。

とりわけ、都市部以外の事業所で勤務する現場職員にとつては、スクーリング(通

学)のためだけに都市部に出てくるというのでは大きな負担となる。

そのため、介護福祉士養成施設はもとより、社会福祉協議会や事業者団体など、

多様な主体による実務者研修の実施を促すとともに、通信課程におけるスクーリン

グを地域の団体等に委託できるような仕組みとすることも検討すべきである。ただ

し、教育水準の低下を招かないよう、一定の要件を満たした場合に限リスクーリン

グを委託できるようにする必要がある。

・ さらに、現場職員の継続的なスキルアップを促していく観点から、過去に受講し

た研修を評価する仕組みを入れ込むことも有益である。

例えば、ホームヘルパー2級の修了者については、実務者研修の研修内容からホ

ームヘルパー2級の研修で得られる分を免除するなど、研修の読替を可能とするこ

とが適当である。

読替可能とする研修は、介護保険制度や認知症ケア等とぃつた実務者研修の中で

教育する内容に限定し、当該研修内容に相当する実務者研修の部分を読み替えて免
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除することが適当である。その際、科目単位での読替も可能となるよう、実務者研

修の研修内容を検討していくべきである。また、社会人としての基本を教える研修

や接遇等に関する研修等は対象外とすべきである。

・ 読替可能となる研修の具体的な判断基準については、厚生労働省が統一的な基準
を具体的に示すべきである。

その際、地域の社会福祉協議会や事業者団体、人材育成に熱心に取り組む事業者

等で行つている研修についても、研修内容が読み替えできるレベルに達しているも

のについては読替が可能になるようにすべきである。
このような取組を通じて、地域における研修活動が広がり、現場職員にと―っても、

身近な地域での研修受講が更に容易になることを期待したい。

'実務者研修の受講に当たっては、一定の費用負担が必要となる。

そのため、実務者研修の受講費用を教育訓練給付の対象とする、あるいは、現在

介護福祉士養成施設の入学者等に対して実施している修学資金貸付の仕組みと同様
に、受講費用の下部を貸与し、一定の要件を満たした場合には、返還免除とするな

ど、受講費用の支援策を講じていくことが必要である。     .
なお、本検討会としては、実務者研修の実施主体に対して、可能な限り低廉な費

用での研修実施を強く求めたい。

・ 介護福祉士の資格取得を目指す現場職員が実務者研修を受講しやすい環境を整備
していく上では、雇用主である事業者の理解・支援を得ることも重要である。

そのため、研修期間中の人員確保に事業者が苦慮することのないような配慮が必

要であり、代替職員確保のための支援策などを講じていくことも必要である。

・ 併せて、これらの内容について、現場職員や事業者等に対する積極的な情報発信
に努めていくことが必要である。

・ 各種調査やヒアリング結果からも明らかになうたが、多くの現場職員は、利用者
に対してより良いサニビスを提供できるよう、自己研鑽の機会を求めている。この

ような現場職員の意欲を汲み取り、希望と意欲を持つて働き続けられるようにする
ためにも、「1 基本的考え方」の部分にも記載したとおり、現場職員が研修を受講
しやすい環境を整備していくことが事業者の使命であると言つて良い。|

(施行時期の見直し)

・ 介護福祉士を取り巻く環境が急速に変化している中では、実務経験者に係る介護

福祉士国家試験の受験要件としての実務者研修の修了義務化の施行時期につし`ても、

再検討が必要である。

即ち、介護福祉士による医療的ケァについての検討が行われており、その実施に
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向けて教育内容を検討していく必要があること、介護福祉士に至るまでの養成体系

の在り方を抜本的に見直し、その具体化を図つていく必要があること、実務者研修

の受講に当たり十分な研修支援策を講じる必要があること、実務者研修についての

十分な広報をし、現場の理解を得る必要があること等を総合的に勘案すると、施行

に際し下定の準備期間を要する。

・ そのため、実務経験者に係る介護福祉士国家試験の受験要件としての実務者研修

の修了義務化の施行時期を3年間延期し、平成27年度とすることが適当である (平

成 28年 1月実施予定の試験から適用)。

なお、実務経験者が働きながらでも無理なく研修を受講し、国家試験を受験でき

るよう、実務者研修自体はできるだけ速やかに実施されることが望ましい。

・ また、介護福祉士国家試験に係る実技試験の取扱いについては、平成 18年 12月

に社会保障審議会福祉部会でとりまとめられた意見 (介護福祉士制度及び社会福祉

士制度の在り方に関する意見)の中で、実務者研修を経る場合の実務経験ルートに

ついては実技試験を免除すべきとされている力ヽ 実務者研修の修了義務化の施行延

期に併せて、実務経験ルートに係る実技試験の免除についても、平成 28年 1月実施

予定の試験から適用することが適当である。

(3)介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験の義務付け

・ 平成 19年の法律改正は、一定の教育課程を経た後に国家試験を受験する形に資

格取得方法を統一化するという趣旨で行われたものであり、その結果、介護福祉士

資格を取得しようとする実務経験者に対しては、国家試験受験前の実務者研修の修

了が義務付けられるとともに、介護福祉士養成施設卒業者に対しても、国家試験受

験が義務付けられ、訓験に合格しなければ資格を取得できないこととされたもので

ある。

・ また、介護福祉士による医療的ケアの実施に際しては、介護福祉士の養成カリキ

ュラムに医療的ケアの内容を追加する必要がある。そのため、今後、介護福祉士養

成施設における教育内容や訓験内容について検討を進めていく必要があり、さらに、

その検討結果を踏まえて、各養成施設においても医療的ケアの追加に伴う教員の確

保や体制整備が必要となるが、そのためには一定の猶予期間が必要である。

。 このような点を勘案すると、実務者研修の施行時期を平成27年度に延期すること

に併せて、介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験の義務付けについても、平

成27年度まで延期することが適当である(平成28年 1月実施予定の試験から適用)。
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「I はじめに」の部分にも記載したとおり、平成 19年の法律改正においては、
介護福祉士養成施設卒業者に対する国家訓験の義務付けに加えて、養成課程におけ
る教育時間が 1,800時間まで充実されるとともに、教育内容についても抜本的に見
直された。介護福祉士養成施設 (2年以上の養成課程)では、平成21年度から実践
を重視した新カリキュラムによる教育が行われているが、教育関係者の努力もあり、
概ね円滑に実施されているものと評価できる。

今後とも、質の高い介護福祉士の養成に向けて、教育関係者のよリー層の尽力を
期待したい。

4 介護福祉士資格取得後のキャリアパスの在り方

(認定介護福祉士 (仮称)の構築)

・ 「2 キャリアパスの全体像」の部分にも記載したとおり、介護福祉士資格取得後
のキャリアパスについては、現在のところ十分な仕組みがないため、資格取得後の展
望を持てるようにするためにも、その後のステップアップの仕組みをつくつていくこ

とが必要である。   '

'この点については、本検討会での議論の中で、医師や看護師の専門資格 (専門医、
専門看護師等).のように、特定の分野の専門性を追求していく形を志向していくべき
か、あるいは、知識・技術の幅広さに着目したものとすべきか、様々な観点から意見
が出された。

・ その結果、まずは、介護福祉士資格取得後一定の実務経験を経て、幅広い知識・技
術を身に付け、質の高い介護を行い、他の現場職員を指導できるレベルに達した介護
福祉士を職能団体が主役となつて認定する仕組み (認定介護福祉士 (仮称))を設けて
いくことが適当であるとの結論に至つた。

なお、その上で、認定介護福祉士の運用状況や、介護・福祉分野における研究成果
等を踏まえて、特定分野により深化した専門的知識・技術を持つ介護福祉士の養成等
の在り方を然るべき時期に検討していくことも考えられる。

・ 「幅広い知識・技術を活かした質の高いサービス提供能力」や「指導力」を評価す
るという趣旨に鑑み、認定介護福祉士の研修課程では、基本的にはすべての介護福祉
士に同一の研修内容を提供していくべきである力ヽ 当該介護福祉士が勤務する事業所
の対象者 (高齢者・障害者など)やサービス種別 (施設・在宅など)に応じて研修内
容を追加していくことも考えられへこの点にういては、今後、更に議論を深めていく

‐ 必要がある。
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(検討主体)

・ 認定介護福祉士の具体化に向けた検討は、介護福祉士の職能団体が主役となって行

うことが望まれる。

その際、検討段階から関係団体や学識経験者の参画を求めるとともに、現場の介護

福祉士や事業者等の意見も十分に聞くことで、制度が現場で機能する仕組みにするこ

とが必要である。

なお、具体化に向けては、職能団体加入者だけではなく、すべての介護福祉士を対

象とすることを前提とした検討をしていくべきことは当然である。

現場への周知に当たつても、職能団体に加入していない介護福祉士や、これから介

護福祉士の資格を取得しようとしている現場職員に広く周知し、認定介護福祉士の認

知度を高める不断の努力をしていくべきである。

(今後の検討の視点)

・ 資格取得後のキャリアアップを目指す介護福祉士が一人でも多く認定介護福祉士に

なろうという意欲を引き出すとともに、認定介護福祉士が国民の理解を得られるもの

とするためには、認定介護福祉士が「できること」を明確化する必要がある。

例えば、利用者のQOL(生活の質)を向上させる質の高いサービスを提供できる、

医療職との連携を進めていく上でのキーパーソンとなる、指導力を発揮してチームケ

アの質を改善していくことができるなど、認定介護福祉士が「できること」を国民に

わかりやすい形で明確に示していくことが必要である。

・ このように、認定介護福祉士が「できること」が明確になることで、処遇面でも一

段高い評価をされるような仕組みを構築していくことが可能になる。

また、認定介護福祉士の認知度を高めるとともに、その役割や位置付けを明確化す

るためにも、福祉人材確保指針などに明記することも考えられる。

・ なお、認定介護福祉士が現場で真に求められる存在であるためには、介護福祉士を

取り巻く状況や最新の研究め動向、介護技術の進展等を継続的にフォローし続けた研

修内容である必要がある。

この点については「1 基本的考え方」の部分にも記載したところである力ヽ 改め
｀

て付言しておきたい。

・ 同様の趣旨により、T旦認定介護福祉士になつたとしても、その後の制度改正や介

護技術・理論の深化を継続的にフォローし続けているかどうかを確認していくため、

「認定」を更新制とすることも十分考えられる。
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・ 本検討会では、限られた時間の中ではあったが、幅広い論点について闊達な議論を行
い、今後の介護人材の養成体系等についての基本的な方向性を示したところである。
ただし、介護を取り巻く環境が急速に変化している中では、介護人材の養成の在り方

についても不断の検証や見直しが必要であることから、これらの点にういては、引き続
き当検討会としても注視していきたい。

・ 今後、更なる少子高齢社会を迎えていく上で、介護人材の量的確保と資質向上の両立
を図るという困難な課題を達成していかなければならない。

厚生労働省においては、本報告書の内容の具体化に向けて速やかに取り組むべきであ
り、関係団体や教育関係者、学識経験者等においてもt介護職場を魅力と働きがいのあ
るものとすべく、それぞれの役害」を十三分に果たしていくことを期待するものである。

併せて、介護人材の養成体系の全体像や、継続的な研修の必要性・目的、研修を受講
しやすい環境を整備するための様々な取組について、厚生労働省はもとより、関係団体
や学識経験者等が一体となって、現場職員や事業者にわかりやすい言葉で伝え、国民に

支持されるものとしていくべきである。
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今後の介護人材養成の在り方に関する検討会開催経過

第1回 平成22年 3月 29日

○ 介護人材の現状等について

○ 平成 19年「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正にっいて

○ 今後の介護人材養成の基本的な方向性に関する論点にういて

第2回 平成22年 4月 26日

○ 今後の介護人材養成の基本的な方向性に関する論点について

○ 研修等実施状況調査 (案)の内容について

第3回 平成22年 6月 28日

○ 研修等実施状況調査の結果について

○ 今後の介護人材養成の基本的な方向性に関する論点について

第4回 平成22年 7月 29日

〇 現任介護職員が介護福祉士受験資格を取得するための養成の在り方に関する意見の要

点と今後の検討の方向性について (中間まとめ案)

中間まとめ 平成 22年 8月 13日

○ 今後の介護人材養成の在り方に関する検討会中間まとめ

第5回 平成22年 10月 12日

○ 介護福祉士によるたんの吸引等について

○ 今後の介護人材養成体系について

○ より高い知識・技術をもつ介護福祉士の養成について

第6回 平成22年 10月 29日

○ より高い知識・技術をもつ介護福祉士の養成について

○ 介護福祉士に至るまでのキャリアパスの在り方について

第7回 平成22年 11月 29日

○ 介護福祉士に至るまでのキャリアパスの在り方について

○ より高い知識・技術をもつ介護福祉士の養成について

第8回 平成22年 12月 22日

○ 「今後の介護人材養成の在り方について」(骨子案)について

第9回 平成23年 1月 20日

○ 「今後の介護人材養成の在り方について」鮮風告書案)について
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今後の介護人材養成の在り方に関する       簿

名 一馴 現 職

イシバシ

石橋 ″古．異．
社団法人日本介護福祉士会会長

ク
因

トシエ

利恵 日本ホームヘルバー協会会長

カワフヽラ  シElウ

河原 四良 UIゼンセン同盟日本介護クラフトユニオン政策顧問

カワハラ   ヒデオ

川原  秀夫 全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会理事長

キタムラ  トシユキ

J跡寸 俊幸 一般社団法人日本在宅介護協会研修広報委員会副委員長

コマムラ   コウヘイ

駒村 康平 慶應義塾大学経済学部教授 [[奎 l目誌]

コレエダ  サチコ

是枝 祥子 大妻女子大学人間関係学部人間福祉学科教授

タナカ   ヒロカズ

田中 博― 社団法人日本介護福祉士養成施設協会副会長

ナカオ   タツヨ

中尾 辰代 全国ホTムヘルパー協議会会長

篤袋 秀勇 民間事業者の質を高める一般社団法人全国介護事業者協議会理事長

ヒグチ   ケイコ

樋口 恵子 NPO法人高齢社会をよくする女性の会理事長

ヒラカワ  ヒロユキ

平川 博之 社団法人全国老人保健施設協会常務理事

島 工
″
研 全国社会福祉施設経営者協議会介護保険事業経営委員長

フシイ   ケンイチロウ

藤井 賢―郎 日本社会事業大学専門職大学院准教授

ホッタ  サトコ

堀田 聰子 ユトレヒト大学社会行動科学部訪問教授

マスダ   ワヘイ

桝田 和平 公益社団法人全国老人福祉施設協議会介護保険委員会委員長

ヤマダ   ヒロシ

山田 尋志 NPO法人介護人材キャリア開発機構理事長
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第 9回 (1月 20日 )今 後 の 介 護 人材 養 成 の 在 り方 に 関 す る検 討 会 1資 料 2

第 8回  今後 の介 護 人材養 成の在 り方 に関す る検討会 議 事録

1.日 時 :平 成 22年 12月 22日 (水 )10:00～ 12:00

2 場 所 :航 空 会 館 7階 大 ホー ル

3 議 事

(1)「 今 後 の 介護 人材養 成の在 り方 に ついて 」(骨 子 案 )に つ いて

(2)そ の他

4 議 事 の 内容

○駒村委員長 定刻になりましたので、ただしヽまより、第 8回 「今後の介護人材養成め在

り方に関する検討会」を開催いたします。

委員の先生方におかれま しては、御 多用の ところ御出席いただきま して、大変あ りが と

うございます。

まず 、本 日の委員の出欠状況 について、事務局 よ り御報告 をお願 いいた します。

○事務局 本 日は、馬袋委員が御欠席 とい うことでございます。なお、藤 井委員について

は、少 々遅れ ているとい うことでございます。また、川原委員の代理 といた しま して、全

国小規模 多機能型居宅介護事業者連絡会の宮島副代表に、平川委 員の代理 といた しま して、

介護老人保健施設 グ リー ンガー デン橋本の光山理事長 に、桝 田委 員の代理 といた しま して、

公益社 団法 人全国老人福祉施設協議会の本永介護保険委 員会嘉J委 員長にお越 しいただいて

お ります。

なお、宮島委員代理 におかれ ま しては、11時 半 ごろに退席予定 とい うことで 1司 つてお り

ます。

続 きま して、本 日の配付資料 の確認 をさせ ていただきます。本 日は、資料 1か ら資料 4、

参考資料及 び北村委員提出資料 を配付 させていただいてお ります。欠けて いる資料が ござ

いま した ら、事務局までお申出 くだ さい。

なお、机上の ファイルは前 回までの資料でございます。乱丁落丁 ございま した ら、併せ

て事務局までお申出 くだ さい。

以上です 。

○駒村委員長 それでは、議事 に入 りたいと思います。本 日の議事は、「今後の介護人材養

成の在 り方 について」(育子案 )に ついて議論 したいと存 じます。

それ では、議事についての資料に関す る説明を事務局 よ りお願 いいた します。



○泉福祉人材確保対策室長 それでは、資料の説明 をさせていただきたいと存 じます。

まず、資料 1で ございます。「今後の介護人材養成の在 り方 について」とい うことで、こ

の検討会 において おまとめいただ く報告書の骨子 を、事務局において案 と して作成 させ て

いただ きま した。 おおむね、これまでの議論 をま とめる形で作成いた してお りますが、一

部、本 日改めて御議論 いただきたい点にっきま しては、資料 2と 資料 3に Bllに して論点 と

して掲 げさせ ていただいてお ります。 llFを 追 つて説明 させていただ きます。

まず 、資料 1で す。¬ページ、「は じめに」は報告書の段階で書かせていただ くといた し

ま して、Ⅱか ら骨子 を書かせていただきま した。「介護人材 を取 り巻 く状況」で ございます 。

ここでは背景 とな る数字 を拾 つてお ります。平成 20年 の介護職 員は約 128万 人。また 、将

来の見込み と しては平成 37年 に約 212～ 255万 人 と書 いて ございます。

介護福祉士につ きま しては、平成 20年 は (406万 人)人 が働 いている。 ここ数年 は 4

～ 5万 人程度増加 しているとい う状況に ございます。介護分野以外で働 く介護福祉 士 ある

いは資格 を持 ちなが らも就業 してい らつ しゃらない介護福祉士の方 もいらっ しゃつて、登

録者数全体で約 80万 人 という状況に ございます。

一方で、労働 力人 口が減少す るとい うことがあ り、また、近年の労働市場 にお きま して

は有効求 人倍率が急上昇 し、その後、低下す るとい う状況 をた どつてお ります。

しか し、中長期的には上記の ような需給状況か ら、人材難の傾 向が続 くとい うことで、

人材確保対策 を講 じてい くことが重要 と書かせていただいています。        .

介護職 員に 占め る介護福祉士の割合の 目安につきま しては、後ほ ど資料 3で 御紹介 申 し

上げます。

1ペ ー ジの下の方 、「介護人材の養成体系について」。 これは、今まで御議論 いただ いた

内容 をなぞる形で整理 してお ります。

毎年 5～ 7万 人の介護織員の確保の必要性、介護職員を安定的に確保 してい くため には、

介護の世界で生涯働 き続 けることができるという展望 を持てるよ うなキヤ リアパスの整備

が必要 と書 いて ございます。

多様な経歴の方々が介護の仕事へ参入できる間口を維持 しながら、段階的な技能形成、

キヤリアアツプを可能にすることが必要 とまとめてございます。また、キャリア形成に応

じた適切な評価をしていくよう、報酬面での担保をして いくことが必要と書いてございま

す。 ′

キャリアパスの全体像につきまして、 2ペ ージに書いてございます。現在、キヤリアパ

スにおきま してはさまざまな研修・資格がございます。一方で、ホームヘルバーは訪間介

護等の在宅サー ビスを念頭に置いている。介護職員基礎研修と介護福祉士は在宅・施設を

問わない資格としており、それぞれ十分に連動 した関係とはなっていないということでご

ざいます。また、介護福祉士資格取得後のキヤリアパスについては、現在のところ、十分

な仕組みがないという状況でございます。

そこで、①～③までに分けま して、介護福祉士資格の取得段階を整理 してみま した。



①介護職への入職段階。基本的な介護業務を実践する能力が求められる入職段階であり
「初任者研修」 を通 じてそのような能力を修得することが必要 としてございます。

② は、一定の実務経験か ら介護福祉士資格取得を した段階 と,い うことで、 この段 階にお

きま しては、利用者の状態像 に応 じた介護 、医療職 との連携 を行 うための幅広い領域の知

識・技 術 を修得す ると して ございます。これは当然の ことなが ら、
1介

護福祉士資格 の取得

者に期待 され る能 力とい うことになろうか と存 じます。

③ ですが、介護福祉士資格取得後、更に一定の実務経験後 とい うことで、 この検 討会に

おいては、仮称 で ございますが、認定介護福祉士という形で紹介 させていただいた内容 を

書いて ございます。養成課程で修得 した知識・技術 を、実務経験 を通 じて確固たるもの と

した上 で、多様 な生活障害 を持つ利用者に質の高い介護 を実践 し、介護チームの中でキー

パー ソンとなる とい う整理 を して ございます。

3ペ ー ジで ございますが、介護福祉士に至るまでの養成体系の在 り方について詳 しく書

いて ございます 。

まず① ですが 、ホームヘルパー 、介護職 員基礎研修、それか ら、 6月 の研修 とい うふ う

に言 つてお りま したが、 この骨子案では「実務者研修」 とい う仮称 を置かせていただいて

お りま して、その実務者研修の関係については、後ほど資料 2で 御議論のための資料 を紹

介 させ ていただ きます。

② と しま して、実務者研修の見直 し。19年 改正で、実務者研修 (6ヶ 月研修 )の 受講が

義務 づ け られたわ けです けれ ども、一方で、 この研修については さまざまな御議論 がある

ところで ございます。研修時間を具体的に悔時りとすべ きかについては、後ほ ど資料 2の

方で御 議論のための議論 を紹介 させていただきます。

それか ら医療 的ケアの点、介護福祉士に至るまでの養成体系の在 り方の抜本的な見直 し

と具体 化、更に十分な研修受講策 を講 じる必要がある。また、十分な広報体制が必要であ

るとい つた ことか ら、施行に際 して一定の準備期間が必要 と考 えてお ります。

「そのため」 とい うことで ございますが、受験要件 と しての 6か 月間の実務者研修の修

了義務 化の施行時期 を 3年 間延期 し、平成 27年 度とするとい う案 をださせていただ いてお

ります 。なお、施行は 27年 度 といた しま しても、実務者研修 自体は無理な く受講がで きる

よ うに、できるだ け速やかに実施 され ることが望ま しいとい うことも併せて書かせ ていた

だいて お ります 。

それか ら、実務者研修は数年間かけて少 しずつ修 了すればよい。また、通信教育の積極

的な活用 も うた つてお ります。更に、身近 な地域で研修受講で きる環境の整備、過去の研

修受講 の評価、研修受講費用の支援、また、人員確保に対す る支援など、 さま ざまな受講

支援 策 について も うた ってお ります。介護職員や事業者の皆様 に対する積極 的な情報発信

につ いて も書いて ございます。

4ペ ー ジ、介護福祉士資格取得後につきま してです。現在の ところ、介護福祉士 資格取

得後 の展望 を持 て るよ うなキ ャリアパスの仕組みが十分でない とい う認識の下に、介護福



祉士資格取得後 、一定の実務経験 を経て、幅広い知識・技術を身につけ、質の高い介護 を

行い、他の介護職 員 を指導できる レベルに達 した介護福祉士を職能 団体が主役 とな って認

定す る仕組み 、仮称で ございますが、認定介護福祉士 を設 けてい くことが必要 と して ご ざ

います。

その上で、認 定介護福祉士の運用状況、また、研究成果などを踏 まえま して、特定分野

によ り深化 した専門的知識・技術 を持つ介護福祉士の養成等の在 り方 を検討 してい くこ と

が適 当 と してお ります。

この認定介護福祉士の具体化に向けた検討は、職能団体が主役 とな つて行 つては ど うか。

更に、その検討段階か ら関係団体や学識経験者の参画 を求める。また、現場の方々の意 見

も十分 に聞 くとい うことで、十分 に現場で機能す る仕組みにす ることが必要 として ござい

ます。当然の ことなが ら、すべての介護福祉士 を対象 とす ることを前提に してはどうか と

書いて ございます。

また、広報 の件、処遇の件、福祉人材確保指針への位置づけ、研修 内容 についての不 断

の見直 し、また、認定す ること自体 を更新制 と してい くことについても検討すべき、 とい

うことを書 いて ございます。

Ⅳ、関係者への丁寧な説明の ところです :こ の検討会でもさま ざま御指摘があ りま した

けれ ども、研修 の必要性・内容・ 目的などについて丁寧な説明が必要 ではないかとい うこ

とを書 かせ ていただいてお ります。

更に、養 成施設卒業者に対する国家試験の義務づけでございますが、今後 、介護福祉 士

の養成 カ リキ ュラムに医療的ケアの内容 を追加す る ことになる等の課題 もあ り、一定の検

討が必要 とい うことであ ります。

この よ うな点 を考 えると、実務者研修の施行時期 を 27年 度に延期す ることに併せて、介

護福祉士養成施設卒業者に対する義務づけについて も、平成 27年 度 まで延期す ることが適

当とい うま とめ を してお ります。

以上 が、今 までの議論 を踏 まえた骨子案の内容で ございます。

一方 で、今 日の場において更に御議論いただきたい点が ございますので、それ を資料 2

と 3で ま とめ させ ていただいてお ります。

資料 2か らご らん いただきたい と思います。まず 、 1ペ ー ジの (1)は 養成体系の全 体

像で ございます。各段階に求め られ る役割 を明確 に してい くことが適 当 と して ございます 。

(2)で すが 、介護福祉士に至 るまでのキ ヤ リアパス と研修 につ きま して、ホー ムヘ ル

バー と介護職員基礎研修の扱いについて論点 と して挙 げてお ります。

ホー ムヘルバー 2級 相当の研修 は、「介護職員 としての導入的な研修」、いわば初任者研

修 とい う位置 づ けと してはどうか、研修内容につきま しては、在宅・施設 を問わず 、介護

職員 と して働 いてい く上で基本 となる知識・技術 を修得できる導入的研修 となるよ う、今

後、見直 してい くことが必要ではないか と して ございます。ホームヘルパー 1級 について

は、24年 度 に介護職 員基礎研修 と一本化 され ることが予定 されてお ります 6



②は介護職員基礎研修です。後の課題とも関連いた し́ますけれども、養成体系を簡素で

わか りやすいものとする観点から、既に介護職員基礎研修を修了した方々に対する十分な

配慮は必要でございますが、実務者研修の施行に合わせて、介護職員基礎研修 と実務者研

修とを一本化 してはどうかということで挙げさせていただきました。

2ペ ージロでございます。従来、「600時 間課程」と言われた り、あるいは、この検討会

における資料では「 6月 の研修」とさせていただいたものですが、 6月 (ろ くつき)と い

うと6月 (ろ くがつ)研 修というら、うに間違われやすいこともあり、この場では改めて、

実務者研修 という仮称をつけ、「6ヶ 月研修」と括弧書きをさせていただきま した。従来話

題にしていたもの と同 じものでございます。

上 か ら説 明 して ま い ります 。 19年 改 正 で は 、認知症 高 齢者 の増加 、ある い は 「措置 」か

ら「契 約 」 への 変 更 、成 年後見 ・権 利 擁護 への対応 、介 護福 祉 士 に新 しい役 割 が 求 め られ

る とい う認 識 の 下 、実 務経験 だ けで は 十分 に修 得 で きな い知 識 ・技 術 を身 に つ け る ことが

必 要 と い う ことか ら、 6ヶ 月間 の研 修 の受講 が義務 づ け られ た とい うことで ご ざいます 。

この実務者研修 におきま しては、「幅広い利用者に対 して、基本的な介護 を提供できる能

力を修得す る」 とい う、 2年 以上の養 成課程における教育止の到達 目標 と同様の水準に至リ

達する ことを目指 しているところで ございます。

その一方 で、本検討会で実施 した各種の調査、資格取得方法の見直 しに関す る意見に関

す る調査 、あるいは、 この検討会の場 に現場職員の方々においでいただき ヒァ リングを実

施 させ ていただいた ところですが、継続的な 自己啓発、研修の必要性 とい うのは皆様 お感

じです けれ ども、実務者研修の 目的・内容については、理解はまだ十分に浸透 していな い。

「研修時間が長過 ぎる」 という負担感 をお感 じになっている方々が多いとい う状況で ござ

います 。

この よ うな状況 におきま しては、介護職員の方々の、介護福祉士への資格 を目指そ うと

い う意欲 を減少 させないような配慮が必要 ではないか と書かせていただいてお ります。

社会福祉制度や 医学的な知識につ きま しては、実務経験だ けでは十分に修得できないけ

れ ども、利用者や家族 とのコ ミュニケー シ ョン、あるいは信頼関係の構築につ きま しては、

実務経験 を通 じて こそ身につ くとい う意見 もございます。

こう した点を踏 まえま して、幅広 い利用者に対 して、基本的な介護 を提供で きる能力を

修得す るために必要な研修内容 を確保するという考え方 は維持 しなが ら、実務経験 を通 じ

て修得で きる知識 ・技術を改めて検討・整理 し、実務者研修 、従来 600時 間 、あるいは 6

月研修 と言 つてお りま した この研修の時間数を、450時 間程度 と してはど うか と して ござ

います。

また 、実務者 研修の施行に併せま して、現場で働 きなが らでも研修 を受講 しやすい環境

を整備 してい くべ きという御意見は、 この検討会で多 くいただいてお りま した。また、実

務者研修の趣 旨・目的、支援策の内容について法律上は 6月 以上 と規定 され てお りますが、

数年か けて研修 を終えることも可能であることなどを現場に伝 えてい くべ きではないか、



とま とめてお ります 。

研修支援策の例 につきま しては、通信教育の活用 、身近な地域 において研修 受講 を可能

とす る、過去に受 けた研修受講 をきちん と評価 してい く、受講者の費用負担の軽減 に対す

る支援 、事 業者 において代替職員の確保に支障 を来す ところも予想 され。ますので、そ う し

た事業者への支援 とい うことが支援策 として考 え られ るということで、例 と して掲 げ させ

ていただ いてお ります。

後 ろに付 いて お ります資料、 3ペ ー ジロは三角形の図でございますが、 これは従来か ら

の図で ございます 。 4～ 11ペ ー ジも従来 と変わ らない資料でございます。

資料 2の 12ペ ー ジですが、6月 研修の教育カ リキユラムのイメー ジを掲 げ させ ていただ

いてお ります。基本的には 1,800時 間課程 とメニューは同 じということを考 えてお ります

が、 1点 だ け、医療的ケアにつきま しては、今回新たに入 つて くる医療分野 にな りますの

で、医療的ケアに関す ることを追加 してお ります。 トー タルでは 45o時 間程度が適当では

ないか と考 えて いるところで ございます。

13ペ ージですが、実務経験のある方が新たに学習するときの負担を懸念される声が大変

多うございました。そのため、仮にスクーリングを45時 間とした場合にはどのようなこと

になるかということを絵にしてみたものでございますcス クーリングの時間数が 45時 間と

仮定した場合におきましては、通学が 1年 で修了するとした場合におきましては、通学は

2か 月に 1回 程度 、通信学習時間が 8時 間程度ですが、週 1回 を 4時 間、週 4回 を 1時 FE5

とい うモデルケー スが考 えられ るのではないか とい うことで図に してみ たもので ございま

す。

ホームヘルパー 2級 取得者の場合は、当然の ことなが ら、その分が免除 され る ことにな

りますので、も う少 し短い時間の学習時間で済む ことになるか と思 います。そ うい つたイ

メー ジを 13ペ ー ジで出させていただきま した。

資料 3、 「介護職 員に占める介護福祉士の害1合 について」でございます 。論点に書 いてあ

るとお りですが、質の高い介護サー ビスを提供 してい く観点か らは、介護職 員に 占め る介

護福祉士の割合は高 い方が望ま しいとい うのは、言 うまでもないことで ございます 。一方 、

今後更 なる高齢化が進んでい く中で、現在の倍程度の介護職員が 2025年 には必要 にな ると

い うことで ございます。

そ うした ことか ら、質の高い介護サー ビスの提供 と、介護職員の確保 とい う 2つ の 目的

を両立 させ てい く観 点か ら、介護職員に占め る介護福祉士の割合について、 どの程度の水

準 を目安 とすべ きか という点で ございます。例 えば、 5割 以上 とい うのが 目安 と してもあ

り得 るか どうか とい うところで ございますが、少 し基礎情報に関す る資料の御紹介 を申 し

上 げたい と思 います。

2ペ ー ジ ロは、今までの介護福祉士登録者の推移 で ございます。22年 度の 9月 末に おき

ま しては 89万 8,429人 の登録 をいただいてお ります 。

3ペ ー ジ ロ、平成 20年 におきま しては、介護職員の うち介護福祉士の割合は、施設・在



宅合わせ ます と 317%ま で来てお ります。

4ペ ー ジ ロは、その 3ペ ー ジの図を施設 と在宅に分 けて見た図ですが、左側が施設サー

ビス。施設サー ビスにおきま しては、既 に介護職 員の うち介護福祉士の害1合 は 44%ま で来

てお ります。一方 、居宅サー ビスにつきま しては、最近 、急速に介護福祉士割合が伸 びて

きて お ります けれ ども、27%程 度 とい う状況にございます。

5ペ ー ジ ロは介護の担 い手 と介護職員の見通 しで ございます。労働力人 口が今後減 って

い くことが予想 され る中で、必要 とされ る介護職 員の数は増 えてい 〈とい うこと。 この こ

とを考 えて どう考 えるか とい うことで ございます。

6ペ ー ジ ロ、介護職員 と介護福祉士の状況です 。あ くまで機械的な計算 にす ぎないわけ

です けれ ども、介護職員に占める介護福祉士の割 合ですが、平成 16年 か ら 27年 度 まで平

均値 47万 人で機械的に増加 していった場合には、介護福祉士の割合はこの ように伸 ばす

ことが可能 になるとい う図で ございます。あ くまでも機械的な試算で ございます。

7ペ ー ジ ロですが、有効求人倍率 と失業率の動向で ございます。有効求人倍率 と失業率

の関係 につ きま しては相反す る関係にあるわ けですが、左側 は、有効求人倍率 (介 護分野 )

と失業率の関係 について折れ線グラフで示 したもので ございます。右側 |よ 、有効求人倍率

と失業率の 20年 ～22年 の関係で、足元では有効求人倍率が 114ま で下が りま したが、123

まで上が ってきつつあるとい う状況に ございます。

8ペ ー ジ ロ、都道府県 ごとに見 ると、非常に大 きな差があることが見て とれ るか と存 じ

ます 。基本 的には介護関係職種の有効求人倍率は地方 よ りも都市部において高 しヽわ けです

が、東北、北海道、九り11、 沖縄につきま しては 1.0を 下回つている場合が 多いとい うこと

で ございます。

9ペ ー ジ ロは、離職率・入職率の状況で ございます。入職率 と離職率 を比べ てみます と、

全産 業で比べた場合、入職率は介護職員の方が圧 1割 的に高い ことが見える ということであ

ります 。

10ペ ー ジ ロ、介護労働者の属性 です けれ ども、女性が多い、あるいは非正規雇用が多い

とい う状況 を見て とれます。介護職員の方々の状況はそのよ うになつています。

11ペ ー ジ ロです けれ ども、年齢層を見てみ ます と、介護職 員 と訪問介議 員を比較 いた し

ます と、訪 問介護 、ヘルパーの皆様の方が年齢層が高い傾向にあ ります。また、介護労働

者が保有す る資格男1の 年齢構成 を見ます と、介護福祉士の取得者は 20代 ～30代 の方 々が

非常 に 多いけれ ども、ヘルパー 2級 の取得者については 50代 ～60代 の方 々が多いとい う

状況 で ございます。

賃金の関係 については、12ペ ー ジ、13ペ ー ジに ございますが、省略 させていただ きます。

14ペ ー ジ ロ、介護労働者の保有資格別賃金でございます。勤続年数 と平均年齢の要素の

違いが ございま して、単純な比較 はできませんけれ ども、介護福祉士の平均月給は、ホー

ムヘルパー 2級 取得者 よ りも 26万 円程度高 いという結果が出てお ります。

更 に 15ペ ー ジロです。ホームヘルパーの平均年齢は大体 40代 前半で推移 してお ります



けれ ども、近年、少 し上昇傾向にあるとい うことが言えるか と思 います。また一方 で、勤

続年数 につきま しては 4～ 5年 程度で推移 してお ります。

福祉施設の介護職 員の皆様におきま しては、平均年齢 35歳 程度 で推移 してまい りま した

が、平成 21年 には 37.6歳 とい うことで上昇 を見てお ります。一方で勤続年数 は 5年 程度

で推移 してお りますので、それか ら推測 します と、もしかす ると入職 され る方 々の年齢が

上が つた可能性があるとい うことが言えるか と存 じます。

16ペ ー ジロ、現在 、ホームヘルパー 2級 を持 つていらっしやる方が介護福祉士 を目指 し

ていただ くことが重要になるわ けです けれ ども、ホームヘルパー 2級 取得者の方々の介護

福祉士の資格取得の御意向で ございます。下の円グラフをごらん いただきます と、資格取

得の予定がない とい う方は半数以上 にのぼ つてお ります。そ して、介護福祉士 を取得 しな

い理 由 とい うところで、「自分の年齢 を考 えると必要性 を感 じない」と回答 した方が 1害1以

上にのほ つているとい う状況が ございます。

最後 、17ペ ー ジロで ございますが 、介護労働者の保有資格で ございます 。介護労働者の

資格取得の状況 を見ます と、勤続年数 20年 ぐらいまでは、勤続年数が長 くな るほ ど資格取

得の割合が高 くなる傾向が ございま して、 10年 以上 20年 未満の方々につしヽて見 ます と、

約半数の方 々が介護福祉士資格 を取得 しているとい う状況があ ります。 こう した ことを踏

まえて、介護労働者の中で、当面、どれ ぐらいの介護福祉士の方がい らっ しゃることを目

安 とすべ きか とい うことで、資料 を用意 させていただきま したも

長 くな りま したが、あ りが とうございま した。

○駒村委員長 資料の御説明、あ りが とうございま した。

それでは、「今後の介護人材養成の在 り方 について (骨 子案 )」 について議 論 したい と存

じます。まず は資料 1と 資料 2、 この 2つ の内容につきま して、各委員の御認識 、お考 え

を御発言 いただきたいと思います。よろしくお願 いいた します。

石橋委員、お願 いいた します。

○石橋委員 骨子案 と資料 2に ついての御意見 を申 し上げたいと思 います 。

これ は、前 か ら申 し上げてお ります けれ ども、平成 19年 の社会福祉士及び介護福祉士の

法律改正の意 義 とい うのは、今、求め られてお ります、多様 で高度な介護 二一 ズに対応で

きる介護福祉 士 を養成す るために、基本的には「量か ら質」への転換 を図 る ことが一番大

きな 目的だ つた と思 つてお ります。併せて、介護福祉士の資格 を、ほかの専門職 と同等の

資格 となるよ うに評価 を高めるため とい うことでもあ り、法律改正は当然必要 だ つた と思

ってお ります。また、その ことを通 じて介護職員の待遇の改善 を図 ることに した と思 つて

お ります 。そのために、介護福祉士の定義規定や義務規定、資格取得方法の一元化が行わ

れ ることにな つたわ けでございます。

そのときに教育内容についての見直しも行われておりました。資格取得時の至1達 目標に

達成するためには、少なくとも 1,800時 間は必要ということになりまして、これをすがて

の人たちに受けていただくのが当然だと思いますが、そうは言いながらも、実務経験コー



スの方 たちに対 しては、実務経験 3年 等を配慮 してカ リキュラムの見直 しも行われ ている

わ けで ございます 。当然 、1,800時 間 と同等 となることが前提 で 3年 間の実務経験 を配慮

しても最低限 6か 月以上 600時 間の課程が必要だとい うことであ り、その当時は皆 さん も

その よ うに認識 された と思 ってお ります。そのような ことを踏 まえれば、 これ も何 回も申

し上 げてお ります けれ ども、介護福祉士の資格取得方法の一元化については、いろいろ理

由が あるかもわか りませんけれ ども、予定 どお り、24年 度に施行 し、実務経験 コース も当

初の 予定通 り、600時 間 とす ることが望ま しいと思 ってお ります。

また 、先ほどの資料 2の 案で ございます。現在、医療行為の カ リキュラムがモデル事業

で 50時 間程度等行なわれ てお りますが、今回の案では、それ も含めて 450時 間 と示 され て

お ります。したが つて、当初の予定 され ていた 600時 間 III修 が実質 400時 間にな ってお り、

200時 間 も減 っているとい うことは到底あ り得ないことだと思 ってお ります。

その研修時間の どこが 1,800時 間 と同等になるか、これではきちん と説明できないと思

います。 19年 度法律改正時の説明でも、実務経験のコースについては 6か 月 600時 間 と、

ほかの 関係団体 に も説明 され て、それで皆 さんも納得 された と思 っています。それ にもか

かわ らず、まだ実 行 もされず、その ことのよ しあ しの検証も行われ ていなしヽ状況で、あ 〈

まで も時間数を減 らす ことが前提で、根拠のない時間の示 し方については反対 と言わ ざる

を得 ません。

また 、現在の介護福祉士の養成課程 については、昼間は 2年 間ですが、夜間 コー ス とい

うのが あ ります。その夜間コースの場合についても、 1,800時 間は履修 しないといけない

とい うことで、 2年 の ところを 3年 間学んでいるわ けです。昼間は普通に介護の現場等で

働 いて、夜間に 3年 間通 いなが ら 1,800時 間 をきちん と学んで資格 を取 つている人たちも

いるわ けです。本来、働 きなが ら資格 を取 る場合はそ うあるべ きです。今回の法律改正で

は実務経験のコースに配慮 して 600時 間課程 を設けたわけです けれ ども、今後の養成課程

の夜 間の 3年 課程 との整合性 はどうなるのか。片や、働 きなが ら 1,800時 間学んで いる。

片や、同 じように lC」 いているけれ ども、600時 間、これは 450時 間になるかもわか りませ

んけれ ども、それ で同 じ立ち位置 とい うのはどう考 えても整合性が とれないので、その こ

とにつ いても考 えていただきたいと思 つてお ります。

学ぶ時間数を減 らす ことが 、本当に介護福祉士 を目指す人たちのためになつているのか、

また、サー ビス を受ける利用者 さんのためになつているのか とい うこともよ くよく考えて

いただ きたいと思 います。それよ りも大切なのは、行政 とか事業者の方たちが、介護者に

対 して、働 きなが ら学びやす い環境 づ くりをどのよ うに行 つてい くか を十分に検討 し、そ

れ を実現す るとい うこと。 と同時に、キャ リアパス、キャリアラダーの仕組み を介護施設

や事 業所に構築 、実行、定着 できるよ うしてい 〈ことが何よ り大切か と思 います。

併せ て、 これ も何回も申 し上 げてお りますけれ ども、介護職 員の賃金の向上 を含 めた待

遇面の向上など、介護労働環境の改善 と介護福祉士の社会的評価の向上 を行 うことなど、

そのために平成 19年 に見直 されま した、福祉人材確保基本指針 については、しっか りこれ



を実現す ることが大切なのではないか と思 つてお ります。いずれに して も、実務経験 コー

スの在 り方、600時 間のカ リキ ュラム、内容については、一定の評価、検証 とい う仕組み

を今後 していかなければいけませんので、その ことについて もきちん と骨子案の中に入れ

ていただ きた いと思 つてお ります。

資格 を取 るまでの訪間介護 員、介護職員等の基礎研修の在 り方 の見直 しの方 向性 に関 し

ま しては、示 された方向性でよろ しいのではないかと思 つてお りますが 、ただ、先ほ どの

説明の中で、ホームヘルパーの研修 を受けた人 |ま 130時 間そのまま、600か 450か わか り

ませんが、そ こか ら免除するとい うのはやは り問題があると思 つてお ります。実務経験 が

ある方 は実習 な どの一定の時間数が免除 されているにも関わ らず 、ホームヘルパーの研修

の実習 30時 間 を更に免除す ることは整合性が取れませんのでそ こは再検討が必要です。

これ は後の議論になるかもわか りませんが、介護福祉士の割合については、介護現場 の

質 を担保す る観点か ら、 ここで示 されている「少な くとも 5害1以 上」 とい うのは一つの 目

安にな るのではないか と思 つています。ただ、少な くとも正規職 員に関 しま しては、介護

福祉士の資格 を持 つた方たちが担 つてい くべ きであ り、介護福祉士の資格 は任用資格・業

務独 占に して い くことが、将来的な方向性であると思 ってお ります。

介護職員のキ ヤリアパスの在 り方に関 しま しては、 ここに示 されているよ うに資格 を取

ってか らは介護福祉士の職能団体が主役 とな つて担 ってい くとい う趣旨には特 に異論 はな

いところであ ります。

とりあえず 、全体の骨子案の感想等 を申 し上げま した。以上です。

○駒村委員長  どうもあ りが とうございま した。ほかの委員、いかがで しょうか。

田中委員、お願い します。

○田中委員 介護協で ございます。一、二点、まずは申 し上 げたい と思 います 。

1ペ ー ジの基本的な考 え方 とい うところで ございます。ここで「介護職員」 とい う名称

を使 つてお られ ますが、 これ は非常に広い範囲の とらえ方 をされているので、 こうい う全

体の流れ にな つているのではないか とい う応、うに受け取 つてお ります。 しか しなが ら、 こ

こで議論 され ていることは、介護福祉士を現場の人が どのよ うに取得 してい くか とい うこ

とです か ら、 ここで、介護福祉士 とい うものの現在の我が国の システムは どうな ってい る

か とい うことをきつち りと明記 していただきたいと思 つてお ります。

それ はデュアルシステムであ ります。養成校ルー トと、もう一方 で実務経験 ル† 卜、 こ

うい うことを認めている国であ ります。 この文 を読んでいます と、養成校ルー ト、いわゆ

る 1,800時 間 とい うものが全 く欠落 しているということで ございますので、 どこかにそ う

い うことを明記 していただきたい と思 つてお ります。養成課程 とい うのは、介護福祉士 と

い うもの を、その 目的、 日標 を達成す るために教育計画 をつ くり、教育編成 を して、短期

大学では 2年 間で 62単 位、専門学校では ¬年間 800時 間以上 、 2年 間で 1,700時 間以上 、

そ して 1,800時 間になるよ うにや つてきているわ けでございます。 ここの ところが触れ ら

れていないとい うことは、私 と しては、 この全体像 を見たときに誤解 を生むの ではないか
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とい うこ とで指 摘 して お きた い と思 い ます 。

2点 目は、 これ も全 体像 で ご ざいま す が 、 キ ャ リアパ ス に つ いてで ござい ます 。現場 の

人 のハ ー ドル を高 くす る となか なか人 材 確保 が難 しい、 とい うことで議 論 に な って いるか

と思 います が 、従 来 か ら 600時 間 とい うことが議論 され て お りま した。今 度 は 6か 月 とい

う ことに な つて 、450時 間 とい うこと に な つてお ります 。 しか も、 中身が 増 えて い るとい

う ことです 。 中身 が 増 えて い るの に時 間 が減 って い る とい うこ とは 、 も う少 し議 論 をす る

必 要 が あ るの で は な いか と思 い ます 。

その議 論 は 、ハー ドル を下 げ る ことが 、果 た して 人材確 保 に つなが るの か ど うか とい う

こ とが は な は だ疑 間 で あ ります 。こ こに今 日の毎 日新 聞が ございます けれ ども 、「明 日へ の

カル テ ・看護 師 不 足 の 現 場か ら」 とい うとこ ろで、京都 大学 病 院 の エ タ ノー ル誤 注 入事 故

で亡 くな つた方 の母 親 さんが書 いて お られ ます 。 こ うい うこ とをな くす た め に は、 人数 を

増 や し、就職 す る前 の看護 学校 な どで 実 技 や 生命倫 理 の教 育 を強化す べ き 、 こ うい うら、う

に お っ しゃ つて いま す 。 そ うい う点 も含 めま して、 この時 間 が減 る ことに つ いて は い さ さ

か 疑 間 に思 います 。

最 後 に 、 キ ヤ リアパ スの 中で認定介 護 福祉 士の議 論が 出 て お ります が 、 これ は私 が 、条

件 つ きで い い こ とだ とい うら、うに 申 し上 げて お ります 。職 場 を改善 して い く、 1裁 務 遂行 能

力 を高 め て い くとい う意 味 で大 事 だ と。 しか し、あ くま で これ は いわ ゆ る業 界 に お ける認

定 です か ら、国 家 資 格 と しては似 て非 な るものだ とい う理 解 を して お りま す 。 した が いま

して私 た ちは 、附 帯 決 議 に あ った よ うに 、専 門介護 福祉 士 とい うもの を想 定 して これ を議

論 して いた だ きた い 。 その ことが 人材 の確保 につなが って い くんだ とい うふ うに思 つて お

ります 。専 門介 護福 祉 士 は一体 何 か と い います と、 き っち りと した教 育体 系 の 中に組み 込

む ことで ご ざい ます 。 2年 制 の専 門学 校 、短 期大学 で短 期 大 学 士 、 あ るい は専 門学 士 、専

門 士 、その次 に学士 、 そ して修 士課程 の修 士 、 こ うい う職 業教 育 の体 系 を きち っ とや って

い くこ とがキ ャ リア パ ス に とって大事 な展 望 ではな いか 。今 後 十年 を展望 した場 合 に、 こ

の こと を是非 と も皆 さん にお考 えいた だ きた い、 この よ うに思 つてお りま す 。

○ 駒 村 委 員長  ど うぞ 、ほかの 委 員か らも御 発言 をお願 いいた します 。

北村 委 員 、 お願 い いた します 。

○ 北村 委 員  日本 在 宅 介護協 会 の北村 で ございます 。

最 初 に 、実 務 者 研 修 6か 月の ところで ございます 。今更 なが らの発言 で大 変 失礼 です が 、

6か 月 、時 間 は別 に しま して も、 この 研修 あ りき とい う議 論 だ とい うふ うに理 解 は して お

ります が 、先 ほ どよ りあ りま した「質 と量」の F・5題 で 、19年 の 段階 で は 、質 の確 保 を大前

提 に と理 解 して お ります 。その 後 、介 護 労 4動 市場の変化 もあ り、 この間 の ヒア リング を含

め て 、今 の現 場 で働 く人た ちの 疲弊 と い うこ ともあ りま した し、 さま ざま に モ チ ベ
=シ ョ

ンが下 が つて い る とい うよ うな状 況が あ ります 。そ んな 中で 質 と量 、特 に 今 後 につ きま し

て は 、量 の部 分 も十 分意 識 、配 慮 して いただ いて とい う ことが 大前提 では な いの か な と思

つて い る次第 で ご ざい ます 。
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6か 月 の 話 もそ うです し、介 護 福 祉 士 の比率 も、今後 、検 討 とい う ことで あ る と思 い ま

す が 、 これ で介護福 祉 士 が増 えて い つて 、安定 的 に質が 向上 して い くこ と を望 む と ころ の

も との部 分 の しば ら くの猶予 期 間 で あ つた り、そん な システム の考 え方 が絶 対 必要 なの で

はないか と思 う次第です。決 して 19年 の改正あ りきとい うことではな く、も う一度そ こを

見直す こと |ま できないのかな とい うら、うに私 自身は思 つてお りま したが、時間 を少な くす

るとか、また、近 くで受 けやす い とか、さまざまな環境 を整 えてい くとい う補助策 をさま

ざまにや つていただ くことが必要 です。直近で先 日発表 されま した、介護 の職員の平均給

与は ¬万 2,160円 ア ップ しま した。処遇改善交付金の効果も十分出て きてお りますで しよ

うが、まだまだ現場 に とっては、その給与が反映 されても魅 力ある職 業にな つていない と

思 います し、多 くの方が この仕事 に就 きたいとい うふ うにはなかなかな つて こない。そ こ

で介護福祉士 を目指すのは当然だ と思 つてお ります けれ ども、その部分のハー ドル を上 げ

たままではな く、何 らかの緩和措置が必要なのではないか と思 つてい る次第で ございます 。

今 日は、追加 といいますか、私 どもの資料 を出させていただきま した。直接 ここの部分

の議論ではないですが、一番最後に付 いてお りますのは、私 どもの各事業所向け、法人の

oラ ーニ ングでや つている研修 です。現場で働 きなが ら学ぶ とい うところと、資料 2の 2

ペー ジの下段、 eラ ーニ ングの メ リツ トというところは通信教育 を活用 して、身近 な地域

で、過去の研修、そ ういつた もの も考 えなが ら、受講の費用軽減、代替職 員も要 らない。

そ うい う効果のために ということで、まだ時 F・l数 が少ないのではあ りますが、まずはス タ

ッフの導入時、約 6時 間程度で接遇マナーまで含めてつ くらせていただいて、マネジメ ン

ト業務、管理者 と しての研修 を 5時 間 ぐらい。それぞれサー ビス別 に訪間介護、入浴、通

所、 さらには居宅介護支援 とい うもの をつ くらせていただきま した。それ ぞれ各単元、各

章の終わ りには小テス トを して確認ができる。こうい う状況で、職場 でも自宅でも、いつ

でもとい う状況の もの をつ くらせてお ります。

少 しペー ジを飛ば させていただ いて、 6～ 7ペ ー ジ辺 りは、全体のカ リキ ユラムの内容

と時間数 を細か く書かせていただ きま した。本来の基礎研修の部分ではなかなかターゲ ッ

トにな らないのですが、マナー部分の画面 を 8ペ ー ジに、こんな動画 を入れなが ら、楽 し

く飽 きないでそれぞれポイン トを整理 してい く。当然、繰 り返 しもできます し、重ねてで

きるとい う状況で 10月 ¬日にス ター トさせま した。今はまだ少ないですが、600名 程度 お

受けいただいているとい う状況で、今後、私 どもの法人 と事業所の中で、導入時には こ う

いつた研修 をまずベース としてお受けいただ くことを考 えて、最低限の レベルの統一 をす

るために実施 しているところです。参考 として出させていただきま した。

最後の方 はパ ンフ レッ トで、かな り優格 も安 くしなが ら、本 当は開発で時間 を伸ばせ ば

伸ばすほ ど費用はかか るわ けです けれ ども、今後は、制度改正の対応が あつた り、さま ざ

まな追加の部分 をや つてい こうと思 つている次第です。

15ペ ー ジ、16ペ ー ジは、職業能力開発の部分での評価軸 を レベル 6ぐ らいまでつ くらせ

ていただ きま した。給与 を含めて とい うもので、初級、中級、上級 、 プロと。今、名人 と
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いう話 もあ ります けれ ども、整理 したものです。なかなか現場で使いづ らいのですが、今

後、 こういった ものを業界の標準 としてや っていきなが ら、給与ベースは法人別に違 いま

すが、 これ らを標準 と しなが ら、 レベル 2で あれば これ ぐらいの給与とか 、こうい った レ

ベルで再入職 ができる、 とい うら、うな工夫 を していきたいと思 つています。

さて、少 し質問で ございます けれ ども、資料 2の コペー ジロで ございます。①の ところ、

ホームヘルパー 1級 については平成 24年 度に基礎研修 と一本化、その下の基礎研修の部分

は、実務研修 と合わせ るということにな ります と、 3ペ ー ジ、図の導入的研修の上 に介護

福祉士 、その間 に これが残るという理解でいいのか どうか というところで ございます。そ

こをどうい うふ うに考 えるか というところを、是非教 えていただきたいと思 います 。

それか ら、時間 を縮める。実務研修 450時 間 とい うことで ございますが、当然、カ リキ

ュラム を見 なが ら中身 を精査 いただき、どうい うものが削れ るか ということの内容精査 と

か、根拠は当然 あるだ ろうとい うことで、その整合性 をとっていただぃてぃるとい うら、う

に理解 を して お ります けれ ども、その辺についてどうい うら、うに整理をされたのか。

最後に、 13ペ ー ジで ござぃます。450時 間 6か 月研修、確かにこの レベル ぐらいで あれ

ば、仕事 を しなが らとい うこともあると思います。 2級 取得者の場合は 130時 間分は免除

と。そ うした場合に、45時 間 と仮定 されているスクー リングはどれ くらいか とい うことを

是非お聞き した い。

あとは、 これ を前提 と した場合でも、この間か らヒア リングがあ り、現場が疲弊 してい

るとい うこともあ りま したので、やは り受けやすい状況 をいかにつ くるか とい うことだ と

思います。特 に身近な ところであ りま した ら、養成校等 もあ りますけれ ども、通信教育で

今、社会イ ンフラと して さまざまな研修であった り、 2級 ヘルパーの養成校 も持 つてお り

ます。そ うい つた もの を是非活用いただいて、どこでも、いつでも、だれ でもとい うょ ぅ

な環境 を全国でつ くる。また、それを御支援 いただ くことを是非配慮いただいて、ゃ って

いただ きた い とい うことでございます。当然 、その中の基準 、規定等も、参入 しやす く、

また、だれ で も受 けやす く、そ ういう受講 とか、学校がた くさんできることを目指 してい

きたいとい うことを切 に希望 してお ります。

以上 でございます。

○駒村委員長  北村 さん、質問は 3つ とい う理解でよろ しいですか。

○北村委員 はい。

○駒村委員長  事務局、資料 2の 質問 ¬に最初にお答えいただきたいと思 います。

○泉福祉人材 確保対策室長 ホームヘルバーの コ級 と、介護職員基礎研修 と、今回の実務

者研修 との関係 で ございます。

まず、ホー ムヘルパー 1級 につきま しては、平成 24年 度か ら既に介護職 員基礎研修 と一

本化 と書いて お りますが 、介護職員基礎研修だけになることが予定 され てお ります。 しか

らば、介護職 員基礎研修があるとして、今 Inllの 実務者研修 との関係 をどうす るか としヽ うこ

とです けれ ども、それ も実務者研修の方に一本化 しては どうか とい う提案でございます。
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したがいま して、一番下の ところにち よつと矢印が出ていますが、ホームヘルバー 1級 と

介護職 員基礎研修の両方が、実務者研修に一本化 され ることにな ります。構図 と しま して

は、 3ペ ー ジの図 をごらん いただきます と、ホームヘルバー 2級 研修相 当の ものが導入的

研修の もの に新たに置 きかわ り、介護福祉士の ところで、時間数については御議論が ある

ところです が、450時 間になる とい うことでづ。

しか らばそれが 2段 階なのか というと、そ こは表現の問題 なのですが、段階的に無理 な

く取得 できるよ うにする方策 も一方で必要だ とい うことをいただいてお り志すので、 この

段階は ここまで来いということではな く、段階的に無理な くた ど・り着 いて、450時 間 を積

み重ねていける方策 も併せて取 るということだ と思います。考 え方 としては、今、申 し上

げたとお りで、ホームヘルパー 2級 が改まつた初任者研修 と実務者 研修、これ が基本 にあ

るとい うことです。

13ペ ー ジロの図に絡んで、スクー リングは何時間になるのか とい うことが ございま した。

実はこれ も仮定で 45時 間 と しているとい うことですので、ほかの医療的ケアの関係の在 り

方によつては変動す ることが あ り得 ると思 つてお ります。特 にホームヘルパー 2級 取得者

の場合について どうす るか とい うの も、今後、検討す る必要があると考 えています。

600時 間 を 450時 間 と した考 え方で ございますが、一人前 の介護福祉士 と して必要 とさ

れ る知識・ 技術 は身につけていただ く、そ ういう必要 な研修 をす ることを義務 づけること

についての本質的な考 え方 を変 えたわけではないのですが、一方 で、利用者 とのコ ミュニ

ケーシ ョンな どを通 じて身につ くものも多いとい う御意見 もあった ことを踏まえて、改め

て検討 した ところ、何 とか 450時 間でも当初予定 している到達点にた どり着 けるのではな

いか、 とい う考 えで整理 させていただいたということで ございます 。

制度の知識 、医療職 との連携に必要な知識 、あるいは介護過程や認知症 とい つた、ひ と

りの勉強 ではなかなか難 しい ところは、きちん と勉強 していただ く必要がある とい うこと

でございますが、介護技術等については評価 じ直す余地が あるの ではないか と考 えて、450

という数字 を提示 させていただいた ところで ございます。

○北村委員 あ りが とうございま した。そ うすると、結果、一本化 しつつ、24年 と 27年

という段階では時限的な措置 を しなが ら、ということを考 えれば よろしいので しようか。

既存の受講生 も、当然 、医行為の研修はヘルパーにも追加す るとい うことは当然 あると思

っています けれ ども、そこの部分 も、資格 をお持ちの方 はそのまま、基礎研修 を終わ つた

人は当然実務研修が終わ つているというら、うな形の措置 を してい く、ということでよろ し

いので しょうか。

○泉福祉人材確保対策室長 新たに講 じられ る実務者研修 との関係 で、既に受講 された研

修が無駄 になつて しま う、評価 されないとい うことはないよ うにす る、とい う考 え方が基

本だと思 ってお ります 。時間数についても議論 をいただ いて、まず は将来の姿 を決めた と

ころで、今 まで受講 された方が不 rllに な らないとい う考 え方 を基本に置 きなが ら、経過措

置 を考 えてい くとい うふ うに考 えてお ります。
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○北村 委 員  あ りが と う ございます 。             
｀

○駒村 委 員長  で は 、因 委 員 、 どうぞ 。

○因委員 この委員会は、この際ですから、もっと細か く議論をしていきたいというら、う

に思つています。まず、資料 2の (2)の①のところで初任者研修に一本化するというと

ころがあ りますけれども、非常に複雑な思いで見ております。複雑というのは、ホームヘ

ルパーの養成研修というのは、訪問介護員にとっては大変重要な意味があつて、そ して、

役害1を 果た してきたと思 つています。訪問介護員養成研修、ヘルパー 2級 相当の研修 を受

けて、実際は施設に就職 しておられる方もた くさんおられます。それはこの場でも指摘 し

たとお りですが、しか し、訪問介護をする人にとつては大変重要な研修であった。これが

施設・在宅を問わず初任者研修に一本化するとなると、私は現場を 20年 担った者として、

施設介護 と在宅介護は違 うという思いがずうとあります。訪問介護は 1対 1介 護、個別介

護 をや つています けれ ども、施設は個別を見なが ら集団介護 をや つているとい う、大 きな

違いが あ ります。 これが研修内容を一本化 され ることで、ホームヘルパーの質が どの よ う

に変わ るのだ ろ うか とい うのはちょっと心配するところです。何か仕組み をもっと考 えな

いと、単純 に一本化はできないのではなしヽか。在宅 と施設に共通の導入研修になることが 、

果た して いいのかな とい うのは危 ll■ しています。

次に 、ホーム ヘルバー 1級 は介護職 員基礎研修 と一本化 とあ ります。既にヘルパー η級

は廃止 す る方針 が出ていたと思います けれ ども、 これは、介護職員基礎研修に吸収 され る

とい うも、うに思 った方が いいのかなと思つています。ヘルパーの 1級 は トータルで 360時

間の研修 を受けます。基礎研修は 500時 間ですので、 この中に吸収 され るのかなとい う応、

うに思 つて見て います。

②の ところですけれども、介護職員基礎研修と 6か 月研修を一本化してはど

れていますが、一本化することは大変重要だろうというふ うに思つています。

か
　

こ

つヽ
　
こ

と書 か

で も 、

介護職 員基 礎 研 修 500時 間 、今度提 示 され て い る実務者 研 修 450時 間です の で 、 こ こ を ど

うや って 整 合 性 を とるの か とい うの は 、私 も今 、悩 ん で い る と ころです。

次のページです。③の下から2つ のマルですが、ここにも実務者研修の時間数 450時 間。

先ほど言 いま したよ うに、基礎研修 との整合 をど うす るか とい うことが気になっています。

それ か ら、一番最後のページ、実務経験者の学習イメー ジの ところですが、備考欄 に「ホ

ームヘルバー 2級 取得者 の場合、 130時 間分は免除」 とあ ります。私 |よ 、当然、免除す る

べきだ ろ うと思 つています。ただ、免除の仕方が、 フペー ジを見て いただ くとわか るので

すが、基礎研修 の場合、 2級 取得者の場合は、実務経験 を加味 して 500時 間の うちの 150

時間 を受 けれ ばいいとな つています。要するに 350時 間免除 されています。 しか し、実務

者研修 の方では 130時 間の免除ですので、もっと免除 されてもいいのではないか と思 いま

す。 さ らに、実務が 1年 未満の 2級 修 了者は、受講期間が 210時 間ですので 290時 F.5の 免

除が基礎 研修 では され るとい うことになつています。 この辺 も、整合性 を考えるな らば も

う少 しきめ細 か くいきた いな というふ うに思 つているところです。
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○駒 村 委 員長  事 務 局 か ら、因委 員に 関 して何 か コ メ ン トは あ ります か 。

○泉福 祉 人材 確 保 対 策 室 長  基礎 研修 と実 務 者 研修 との 関係 につ いて 、 ど う考 え るか と い

うこ とです けれ ども、介護 職 員の基礎 研修 を既 に終 わ られ て い る方 につ きま して は 、 医療

的ケ ア の 分 、 た ん の 吸 引 な どにつ いての 研修 内容 が 、既 に受講 され た方 で あ る に して も そ

の分 が 入 つて お りませ ん の で、そ この部 分 はや は り学 習 して いた だ く必要 が あ るの で は な

いか と考 え て い ます 。

ヘルパーの方 々の免除につきま しては、医療 との連携 、あるいは介護過程の部分 につ い

て十分か どうか とい うこともあ りますので、その辺 りの科 目は追加 して学習 していただ く

ことが必要 と考 えてお ります。一方で、ヘルパー受講者の方の御負担 も考 えるとい うこと

ですの で、仮の案 と しま して、130時 間免除で どうか とい うことで書かせていただ いた と

ころで ございます。更に御意見があれば、なお伺 っていきたいというふ うに思 います。

○駒村委員長  あ りが とうございま した。

では、河原委員。

○河原委員 今 日は、資料 2に 「本 日特に御議論いただ きたい事項」 と書 いて ございま し

たので、その点だけ、現場 を代表 した意見 を言 えるか どうかは別に して、現場感覚 を大切

に しなが ら発言 したい と思います。

研修 内容 について施設・在宅を F・5わ ず とい うことです けれ ども、私は、記載の方 向で従

来よ り考 えて発言 させ ていただいてお りますので、賛成の立場で ございます。ヘルバー 2

級資格 は、私 も以前取得 しま したけれ ども、確かに在宅を意識 した内容だ つた と思 います 。

しか し、施設で働 こうとする人も、当然、獲得 しなけれ ばな らない知識や実習だ つた よ う

に思います 。 したがいま して、「施設・在宅を問わず」は当た り前だ と思います。 しか し、

研修内容 も更に充実 させ るというら、うに記載 して ございますので、今、因委員が御指摘 さ

れま した よ うに、施設 と在宅とは違 うとい うことも配慮 され るべきだ ろうと私は思 います 。

大切な こと |よ 、前 EEIlも 言 いま したけれ ども、 この研修はあ くまでも導入的研修だ とい うこ

とを、受講生 に しつか り認識 してもらうことだ と思います。

それか ら、介護 人材の養成体系 をわか りやす く云々とい うことで、一本化の ことが書 い

てございま した。 この検討会の第 1回 目でも、 Fp象 と しては、いろんな研修の仕組み をも

っとス リムにわか りやす くできないものか。援護局 と老健局 と 2つ になっていて、現場 で

は混乱 している、とい うよ うな御指摘 をされ た委員の方 もい らつ しやつたよ うに思 います 。

私は、可能 で あるな らば、すべか らく告1度 な り体系な り運用な りは、シンプル、ス リムで

あつた方が いいと思 います。その方が 目指すべ き方向性が理解 されやすいです し、 日標 な

り目的の到達が比較的スムーズに行 くのではないか と思 うか らで ございます。私は この考

え方に賛成 で ございます。

450時 間の ことがいろいろお話 しされて、私は賛同す る立場か ら言 います けれ ども、先

日の ヒア リングの皆 さん とだぷる意見 を言 うかも しれませんが、今回の件につきま して も、

今まで現場の十数人の組合員の意見 を聞いてまい りま した。大体共通 していることは、最
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初 に 来 るの が ち ょつ と本 質の話 ではな いの ですが 、 まず 、時 間 が とれ な い。 そ れ か ら、 お

金 が な い 。この 2つ は必 ず言わ れ ま した 。「お金 は幾 ら ぐ らいか か る と思 いま す か」「30万

ぐらいか しら」 と。 そん な話 も飛 び交 った りして、そん な お金 とて も払 え な い とい うょ う

な話 が始 ま りま して 、現 場 は ち ょつと露 骨 で ございます 。

た だ 、皆 さん は 、自分 の介護 は いか ほ どの レベルの もの か とい う検 証 を した が って い る、

とい うこ とは あ つた と思 います 。 それ か ら、技 術に関 しま して も、知識 に 関 しま して も、

向上 心 は十 分 に持 つて い る と思 います 。 ただ 、広報 活動 、 600時 間云 々 とい う言 葉 が浸透

して いな い とい う御 意 見 もあ りま した が 、 これ は全 くその とお りで ござい ます 。 600時 間

研 修 とい うの が 、一 た ん仕事 を休職 して 、 どの よ うに学 習 をす るの か とい うイ メー ジ、仕

事 と学 習 のバ ラ ンス の イ メー ジが つか め て いない とい うか 、 よ く理解 して い な い方 が ほ と

ん どで ご ざい ま した 。言 つて い る私 自身 もつかめて いませ ん で した ので 、余計 にや や こ し

か つた か も しれ ませ ん 。

それ か ら、 これ も よ く出て くるのが 、苦労 して研修 を受 け介 護 福祉 士の 資 格 を取 得すれ

ば 、賃 金 に どの程 度 反 映 され るか とい うことで ございます 。見 え な い不安 は 当然 聞 きます 。

期 待 した い けれ ども、現 場の者 た ちは 、 げた をは くまで はわ か らな い とい う こ とで 、信 用

して いな い とは言 い ませ ん けれ ども、 ど うなのか とい う不 安 は いつ も出て お ります 。最 後

に 、仕 事 の 穴 を あけた ときの代理 を出す と。 そんな に現 場 は簡 単 ではな い、甘 く見 ない で

よ とい うよ うな話 も確 か に ございま した 。

復 帰 した と きの心 配 も して お りま した 。今 、通信 との 抱 き合 わせ の ことが 中 心 に な って

い ます の で 、 これ は払拭 され るか と思 います けれ ども、一 たん 出 て帰 って くる とい うの は

現 場 の者 た ち は非 常 に不安 です 。 これ は是非理解 して い ただ きた い し、労 務 問 題 |ま 必ず 発

生 す る と思 つて お ります 。

私 も、当初 は通信 との ジ ョイ ン トの話 をよ く理解 して い なか った ことも ご ざ い ます の で 、

600時 間 の講 義 を受講 す る ことか ら して非 常 に現実離 れ して い る と思 つて お りま した。 し

か し、 この検 討 会 で議 論 を進 め る ことで 、 こ う した現場 の方 た ちで も、社 会 的 な地 位 を向

上 させ るた め に 、勿論 、質の 向上 を させ るために とい う こと とィ コー ル です けれ ども、必

要とされる実務者研修を、働く者が、これなら頑張れるぞという方策を見つけられるよう

に私 は発 言 して きた つ も りで ご ざいま す 。

前 回 も 、受講 す る者 の 向上心 を大切 に して、時間 的 、経 済 的 、現 場 の 業 務 回 し、 そ うぃ

つた 面か ら必 要 最 小 限 の カ リキ ュラム に で きないか 、 も う一度 再考 して いた だ きた い とぃ

う発 言 を させ て いた だ きま した 。私 は教 育 の専 門家 では ござい ませ ん の で 、450時 間が い

いの か ど うか 、正 直 わ か りませ ん 。 これ か ら受講す る者 た ちに とって、再 検 討 され た最 低

必要 な カ リキ ュ ラム 、時 間 で あ り、「働 きなが ら」とい うポ イ ン トに十分配 慮 され た見直 し

で あ る と理 解 した い と思 います 。

資 料 2の 最 終 ペー ジの イ メー ジでは 、順 当にいけば 1年 ぐらいの勉 強 に な るの ではな い

で しょうか 。 この イ メー ジを頭 に描 き つ つ 、私 は事 務 局 案 に賛 同 した い と思 い ます 。
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○駒 村 委 員 長  あ りが とうございま した 。

是枝 委 員 、 お願 い します。

○是枝委員 今 、骨子案と資料 2を 見て、介護職員 とい うのは単な る労働者 なのかな と、

そんな印象 を ここか らは持ちま した。余 り教育 とい うのは必要ではないのではないか。促

成的に労 1動 で きる人 を育成す るのかなと、ち ょつと今までと違 う感 じが しま した。

でも、やは りそ うではないのだ と。不安 を抱 えて仕事 をす るのではな く、きちつと専 門

職 と して仕事 ができ、安心 して仕事 をす る。そ して離職率を減 らしてい くとい うのが 目指

す ものだ ろ うとい うふ うに、また気 をと り直 して考 えた ときに、資料 2の 12ペ ー ジ、実務

者研修 (6か 月研修 )の カリキユラムが 600時 間か ら 450時 間にな つた と。先ほ どの室長

の話 もわか らないわ けではないのですが、本来の介護福祉士教育 と しては 1,650時 間か ら

1,800時 間にな つて、そ して、いろい ろな内容がそ こで精査 されたわ けですね。600時 間 と

い うことで ここはあつたと思 うのです。そ こにプラス医療的ケアが含まれたに もかかわ ら

ず 450時 間 に少な くなる。そ して、 2級 を取 る方は更に 130時 間は減 らす 、スクー リング

は 45時 間で とい うと、では、どうい う介護福祉士なのだ ろうか。イメー ジがち ょっとわ か

ないですね 。            '

どの程度 の仕事 をす る人なのか とい うことを考 えると、どうして も量 を考 えた ときに今

回の この ことでや らざるを得ないとい うのであれば、このカ リキュラムの ところを、知識

としてわか ることは何で、スキル としてできる到達点は どういうものなのか、きち つとチ

ェック項 目を掲 げる。現場で働 いた方が この研修 を受けるわ けですか ら、御 自分が行 つて

いる事例、その事例 か ら個々に考 えられ る科 目とい うことが反映で きるよ うな、そ こをき

ちん とする。最大限譲歩 して、そ こかな とい うふ うに思 うのです。

その ときに、「介護の基本」の ところに「な ど」と書 いてあ りますが、記録 とかす ごく重

要なので、記録の意義 とか目的をきちつとこの中に入れてほ しい。「生活支援技術」の中で

も、介護 とい うのは、準備があつて、実施があつて、片づけがあつて、そ して記録 。 自分

が行 つた ことは、根拠に基づいて行 つたのだ、あるいは計画に基づいて行 つたのだ、 とい

うことをきちん と示す ことができるよ うにす ることが望ま しいと思 います 。

それ か ら、介護過程が新 しいカ リキ ュラムでは非常に重要にな ったわ けです けれ ども、

6か 月の実務者研修の場合は、45時 間 とい うスクー リングの中で どの ように ここを教 えて

い 〈のか。 さらつと介護過程 とい うのは こうい うものだ とい う応、うな ことではな く、 これ

が実践の中で活用で きなければ意味がないと思います。通信 というのは、仕事が忙 しくて

時間が な くて、先ほ ど eラ ーニ ングの話 もあ りま したが、やは りその人の気持 ち次第です

ね。い くら 450時 間 とか、1,000時 F。3と か、600時 間 と言われても、本人のや る気によつて

はかなり違つてくるものなので、その辺 りの到達点とか、どうするのか。スクーリングで

教えるときにどこのところをきちつとやるのか、そして卒業とみなすのかという辺 りを明

確にして、これからはやつていただきたいと思います。

で も 、 この検 討会 に出てきて 、現 状 、現 場 は混 沌 と して いますね 。 しか し、 この 答 申 を
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出 しても更 に混沌 とするのではないだ ろうか。今、行 つていることと、 自分の将来 は どう

なるのか とい うことが具体的に見 えない。よ り混沌 としてい くのではないか、そん な不安

も感 じている ところです 。

しか し、大方 は これで進むのだ ろうと思 つています し、キ ャリアパスについては この考

えどお りでいいだ ろうと。認定介護福祉士 というところでは、職能 団体が現状以上 に活発

に活動 していただいて、やは り介護福祉士 という職能団体ですか ら、そ こで認定 してい く

ことを責任 を持 つてや つていただきたいとい うふ うに思います。専門介護福祉士 とい うの

は、また別だ ろうとい うら、うに思 っています。

以上です。

○駒村委員長  あ りが とうございま した。

では、中尾委員。

O中 尾委 員 介護福祉士会の石橋会長がおつ しゃったように、資料 2で 6か 月研修 の時間

数 を減 らす と している部分は、介護福祉士の位置付 けを高め るためには、当然、反対だろ

うな と予想 してお りま した。その上で、現場の状況 を説明 します と、現場 で l「llく 者の FH5に

は、できれば 24年 度までに介護福祉士を受けて しまお うとい う動 きがある。笑 つて しま う

のですが、そ うなのです。現場のそ ういう動 きも前提 と しま して、今後、それ までに受か

らない人が いた場合には どうした らいいのか というところで、以前 に比べ て大分わか りや

すい内容にな ったのではないか と評価は してお ります。

私 も以前か ら懸念 していた 2級 研修について、ひ とつは在 宅と施設はおのず と違 うとい

うことが現場 で言われてお ります けれ ども、基本的に学らヽ上 ではかな り共通 した部分はあ

るのではないか。基本的な ことで学ぶ部分 としては、やは りそれ を残 して い くことは必要

ではないか とい うところで、 2級 研修が初任者研修に一本化 して、研修内容について 「施

設・在宅 を問わず」 とされていることは評価 したいと思います。一方で、 2級 研修 で基礎

を学んで在 宅に出て くるわけですが、私も講師を してお りますけれ ども、今までの 2級 研

修では足 りないな とい う実感が あ りますので、この辺はもう少 し'具 体的に充実 していただ

きたいとい うことがあ ります。

それか ら、 3ペ ー ジの認定介護福祉士 とい うのは、私 も介護福祉士 を取得 して十数年た

ちます けれ ども、その後のキ ャ リアア ップのステ ップがなか ったわ けですね。本人次第 と

い うこともあ り得 るのです けれ ども、それな りのきちん とした制度の上 に こうい う仕組み

があれ ば、将来 的にそ こを目指 して資質の向上につなが つてい くのではないか と思います。

450時 間が 多いのか少ないのか という議論がなされていますけれ ども、たんの吸引であ

るとか、医療 的ケアの部分は、50時 間の研修などが、今、試行事 業でな されていますが、

これが組み込 まれて くると、皆 さんの意見 を聞いていても、少 し不安かな と思 いま した。

在宅では、 よ り自己研鑽 を積んで、専門的な分野でもっとも っと研修 を重ねて とい うこと

を求めていきたい。

うちの職場 の ことを少 し申 し上 げます と、介護福祉士は 5割 以上 を占めてお ります し、
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自己研鑽 に努め、職員の資質の向上 を目指す とい う高い意識 もあ ります。だか ら、事業所

単位 で格差が生 じているところを全体 と しての資質を上げてい くとい う面で、ほんの少 し

ですが、わか りやす く全体 に伝わ つてい く方向性に進め られ たとい うところは、 も う少 し

議論は重ねてい く必要があるとは思いますが、評価 したいと思います。

以上です。

○駒村委員長 樋 口委員、お願 い します。

○樋 口委員 私 は、利用者 といいま しょうか、高齢者の側か ら申 し上げます と、何 よ りも

介護職員は (こ の際、介護職員 と言わせていただ きますけれ ども )、 さまざまな変化に対応

で きること、外の社会に連携できること、コ ミュニケーシ ョンが とれ ること。勿論 、水準

以上の介護技術があつた上 で、その 3つ が、私たちが公的介護制度に頼 りた い ことの理 由

だ と思 つてお ります。

せんだ つて、私は個人的な取材 で、介護に一体 どういう階層の人が どの ぐらいお金 をか

けているか とい うの を取材 いた しま した ら、何 と年間 1`000万 、2,000万 とか けている方

が結構 ございます。私的にお願 い して昼夜交代ですると、2,000万 ぐらいはす ぐ使 つて し

まいます。ただ、私は一種感動 いた しま したのは、その人たちが全部要介護認 定 を受けて、

限度までは介護保険 を使 つていることで した。それは何 もケチだか らではな く、介護保険

によつて他の社 会につながれ る、公的な場につながれ るとい うことの安心感が そ うさせて

いるのであ りま して、私は介護保険制度 とい うのは じつか り堅持 していただ きたい と思 っ

た次第で ございます。

今 日は老健局か ら振興課長がい らっ しゃっていますので、一言 申 し上 げた い と思 います

けれ ども、介護従事者、介護福祉士 とい うの も、基本的に 1ま 介護保険 hll度 の枠の中でほ と

ん どの人が働 くのだ と思います。だ といた します と、今、介護保険の改正案 は御作成中 と

思 います けれ ど́も、中間報告 とい うか、意見書 にもございま した ように、例 えば生活援助

を軽度者や介護保険か ら外すなどとい うことにな りま した ら、今、言 つている介護福祉士

やヘルバー 2級 の研修の中身 とい うのは、全 くガラ リと変わ るはずで ございます。混乱の、

混沌の、 と言われてお ります けれ ども、そ うなつた とぎの混乱、混沌 とい うの はち よつと

空恐 ろ しいことで ございま して、是非老健局振興課におきま して も、この辺 を御配慮の上、

法案 をおま とめ いただきたいと改めて思 う次第で ございます。

2番 目は、社会的地位の向上 とい うのは、国家試験による資格 と待遇 、その 2つ が両面

と して実現 しな ければなかなか固ま らないと思 つてお ります。そのために この会 も開かれ

ていて、皆様熱心に御論議 くだ さつているわ けでございます けれ ども、私はち よつと矛盾

を感 じるよ うな気もいた しま した。私は、国家試験は、養成校出身であろ うと、現場か ら

上が っていこうと、どち らもきちん となるべ 〈早 くす るべきだ と思 います。これ を避 けて、

バ リアだけ高 くして地位 を向上 させ よ うとい うのは無理なのではないか。

日本の あ らゆ る資格の中で、学校の先生 というのは国家試験 はないんです。単位取得で

す。ただ し、採用 され るときには、恐 らく他の国家試験 よ りはるかに難 しい採 用試験が ご
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ざいます。最 も何の免許 も要 らないのが大学の教師でございます。私 もつい最近 までその

職 に ございま したけれ ども、あえて言わせていただければ、大学の職員に任用 され るとき

には、特に新設学部の教員にな ります ときには、今度は文科省の方の厳 しい審査が ござい

ます。

これか ら介護職員の方 々は国家 を左右する労働分野になると思 つてお ります。 ここに働

く方の国家試験 を遅 らせてい くことがいいのか どうか。 ここには、大変不満 を持 つてお り

ます けれ ども、その他の整合性があるとおっ しゃるな らば、 この前書かれたよ りは期 日を

明記 して くださいま したので、まあ、いいか というのが結論で ございますけれ ども、ゃは

り国家試験 とい うのはとっても大事なんだということ。パ リア を高 くしよ うとす るな ら、

国家試験の実施 と同 じ路線で語 つていただきたいと思 ってお ります。勿論、待遇の向上 と

い うの も、今の支援金につながるようなことを、私 どもの NPOは 言 い出 しっぺだ ったも

のですか ら、介護保険制度の美学 を崩 したといって批半導な さる向 きもございますが、私は、

そんな ことを言 つているときではない、とにか く待遇 をよ くして人材 を集めてほ しぃ と思

つてお ります。

そ して、研修の仕方 で ございますけれ ども、これはも う少 し意見書の中で青写真 を書 け

ませんか、受けやす く、使 いやす く、かつ内容の高いものに。 とい うのは、例 えば全社協

さんが大 きな研修セ ンター を持 つてい らつしゃいます。これは、介護福祉士の方 も含めて、

社会福祉主事や施設長研修の場になった り、いい施設だなあと、ため息をつ くよ うなもの

を持 つてい らっ しゃいます。まあ、全国に 1つ しかないか ら大変なんです けれ ども、たま

に私が行 つてみ ます と、「ロフォス湘南」ですか、ロフォス湘南に勉強 しに来ま したなんて

お煎餅ができていて、それ をみんなに持 って帰 るわ けですね。そんなのもある し、夕1え ば

認知症の介護士につきま しては、御承知の とお り、全国 3か 所の認知症の研修セ ンターで

研修 をすすめてい らつ しゃいます。

それ よ リレベルが も う少 し一般化 されたものかも しれませんが、特に現場の方が受験 資

格 を取 るための研修に関 しては、全県に何か所か、養成課程 を持 つ高校 とか、何 よ りも今

日、養成施設の委員がい らつしゃっています けれ ども、 ここへ行 けば何時間で どうい う組

み合わせで、ある程度の時間はポータブルにできますよという、養成のシステムについて

標準化 された全国的なマ ップをつ くつていただきたぃ。その ときに何 といっても中核的な

柱 をなすのは養成校 ではあるまいか と思 ってお ります。

それ と同時に、資質向上 に役に立つのは、医者だ って、看護師だ つて、我 々介護 を受け

る倶1の 当事者だ って、介護 を している家族だ つて、何が一番力になつて勉強になつている

か とい つた ら、む しろ当事者グルー プなんですね。特に訪問系のホームヘルパー さんたち

が出会 って語 り合 って、研修 し合 う、そ うい うチャンスが少ない ことを本当に残念に思 つ

てお ります。そ うい う出会 いと研修の場はt介 護報酬に入れた っていい ぐらいだ と思 って

います よ。ヘルパー さんたちが、最低週に一度は上級者か らア ドバィスを受 けた り、そ う

いう場面 もつ くっていただ きたいなと思 つてお ります。

，
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最後 で ございます けれ ども、私 も今までの会議で申 し上げま したが、 日本の介護水準 と

い うの は決 して低 くない と思 ってお ります。欧米と違 うところはあつても、 これか ら急激

に高齢化 してい くアジアの一つのモデルになるのは 日本だ と思 つてお ります。介護の標準

化について、これだけの議論 を進めてカ リキ ュラムなどもいろいるや つてきたのですか ら、

これが国際的標準化につなが るよ うに、標準化 とい うことが あつて初めて専門性 とい うこ

とも確立す るのです。それ をきちん と、 こうした会議 をもとに、 これは福祉基盤課のお仕

事だ と思 います けれ ども、 リー ダーシップを持 つて国際的基準のモデル を提 出できるよ う

な作業 を今後 とも続 けて い く、 というような決意表明を「おわ りに」で書 いていただきた

い と思 ってお ります。

以上 で ございます。

○駒村委員長  あ りが とうございま した。

では、宮島 さんが途 中退席 されますので、 どうぞ。

○宮島委員 私 どもの団体 と しま しては、 これまで仕事 をしなが ら研修 を受 けてきた内容

等 をこの 6か 月研修の中に読みかえていただいた ことに対 しては、あ りがたいな と思 って

お ります。 ここで介護福祉士が養成されて、そ こで終わ つてい くわ けではな く、やは り仕

事 を しなが らキャ リアラダーに乗 つて どん どん レベルア ップを して い く道筋 もあるわ けで

すので、ここだけを特化 して議論するとい うのはち よつと異質な感 じを私 は持 つてお りま

す。職場の中で介護福祉 士 を取 つた後、どのような形で介護福祉士 と して更 に レベルア ッ

プを してい くのか、 とい うことを含めて議論 していただいていることだ と思いますので 、

ファース トステ ップや、介護福祉士 として上級のものを目指 してい く道筋 と併せ て、中に

記載 していただければあ りがたいかなと思 つてお ります。途中で退席 させ ていただきます

けれ ども、 これで私の話 は失礼 します。

○駒村委員長  あ りが と うございま した。

では、光山委員、お願 いいた します。

○光山委員 前 々回と 1回 前 と続 きま して代理委員を してお ります 、光山で ございます 。

よろ しくお願 い します。

全老健 と しま しては、過去一貫 して、この 600時 間につきま しては反対 とい うことで主

張 してお りま
.し

た。現時 点におきま しても全体の意見 と しま しては、質の 向上 とい う総論

については賛成で ございます が、現場の混乱 ということを含めま して、諸 問題 を抱えなが

ら進め るのは非常に大変 だな とい うふ うに思 つてお ります。ただ、現時点に至 りま しては、

実施 を棚上 げにす ることは困難 な状況であることも認識 してお ります。 したがいま して 、

全老健 だけではな く、 さまざまな団体 とい ろいろ調整 しま して、現状分析や対応策を中心

に調査・研究事業 を立ち上 げま して、実施 に至 りま しては、その結果について本検討会 に

資料 と して提示 したい と伝 えるよ うに、平川委員か らも言われてお ります 。その辺 りも含

めま して、今後、また継続 した議論 をお願 い したいと思 います。

中尾委員が先ほ どおつ しやいま したように、皆 さん 24年 度に向けて頑張 つてお りま した
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が、 3年 間延長ということなので、我々としても一息ついたかなというように感 じており

ます。たばこの値上げのような直前の混乱というのは、恐らく起こるだろうなというも、う

に思つております。そういったことがないように、今後、皆さんの意見をお伺いしながら、

周知徹底 も含めてや らざるを得ないのではないか と思 つてお ります。実は私は、大阪 と和

歌 山の老健 団体の役 員も してお ります。前回の ヒア リングを受けま して、現場 の意見も間

いてまい りま した。軒並み一致 して大反対 とい うことです。そ うい った現場の意見 を、今

後 、十分聞 いた上で進めていただきたいと思います。私 どもは非常 に危慎 してお りますの

で :そ の辺 りを十分 に配慮 した進め方 を していただきたいと思います。

私か らは以上 です 。

O駒 村委員長 廣江委員、お願 い します。

0慶 江委員 私 は この議論で違和感 を感 じま したのは、資格 というのは自分が取 るもの と

い う前提がない とい うことです。 2級 ヘルパーに しても、 1級 に しても、介護福祉士に し

て も、自分が勉強す る。そこを、取 らされ るとか、組織のために取るとい うような感 じを、

いろいろなお話 を聞 いた中で、私の誤解かもわか りませんけれ ども、これは少 し違 うので

はないか と感 じます 。 自分が きちん と資格 を取 つてプロと しての責任を果 たす 。給料 をも

らって人の命 を預 か るわけですか ら、それだけの ことは自分がやるとい う自覚 のなしヽ人ま

で どん どん この業界 に入 つてきてもらうこと自体は、非常に怖いことだと逆に私は思 って

いるところです。

介護福祉士 にな るために 600時 間 とい うのが精 いっぱいの勉強 とすれば、450時 間にな

れば、 この勉強 を 600時 間でやるのか、450時 間でや るのか、中身は変わ らないと思 うの

です。介護福祉士 に求め られる資質 とい うのは、450時 間になったか ら、あれ も捨て、 こ

れ も捨てていい とい うのではないと思 います。そ うしたときに、600時 間 を 450時 間でや

つていいのか どうか とい うことを本気でもう一回、検証をきちん と しておかないと、禍根

を残すのではないだ ろうかというら、うに思います。

それか ら、ヘルバー研修が初任者研修にな った場合、訪問介護員はこの研修 を受けた ら

なれ るとい うことを明記 しておかないといけないとい うことと、も う一つは、施設 とか多

様 な ところに行 くことを目指 して改正するわ けですか ら、カ リキュラムの中身は どうぃ う

応、うにおや りになるのか、時間数は 130時 Fnlで ぃいのか どうか、とい うことも大 きな問題

になるのではないか と思います。施設 に行 つた ときには何 という名称で呼ぶのか とか、そ

うい うこともきちん と位置づけておかないとおか しくなるのではないか と思 います。

130時 間 をそのままマイナスにするとい うことは、少 し慎重に検討す る必要 が有 るか も

しれません。130時 間の うちの 30時 間は実習です。実習は 3年 間の経験 とい う中でやるわ

けですか ら、 100時 間 を整合性 を持たせ るな らいいと思いますけれ ども、一方 で現場では

実習が 30時 間 では足 りないとの意見 もあ りますか ら、130時 間まるまるマイナスにすると

い うのは行 き過 ぎではないだ ろうか と思います。

も う一つ、実技の試験 もあ ります し、実技講習が ございますけれ ども、 6か 月、450時
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間 なのかわか りませんけれ ども、実務者研修でその辺 との兼ね合 いをどうす るのか とい う

ことを明 らかに していただ きたいと思います。基本的に我々経営者 とか、施設長 さん とか
―
、

管理者 とか、いろいろな人た ちがその職場で職 員 さんたちに きちん と伝 えてい く。なぜ こ

うい う資格 を取 る必要があるのか、また、こうい うふ うに した ら取れ るとい うことを、も

う一回きちん と行政 も我々も一体になつて知 らしめていけば、この前の ヒア リングの よ う

な意見はかな り修正 されて くるだ ろうし、それでもそ うい うことにな らなか った ら、経営

者 と して も、管理者 と しても、職員研修 という立場か らの人材育成の点で も、失格ではな

いかな と思います。それ ぐらい強 い意識で私たちはや るんだ とい うことを決めないと、介

護福祉士、介護職 員の質は上が って こない。上が って こないと社会か ら認めてもらえない

か ら、給料 もなかなか上が つていかないということにな って くる。その辺は、甘やかす と

か何 とかではな くて、社会 と しては当た り前の ことをやるんだ とい うことを、是非みんな

で進めていかなければいけないのではないだ ろうか と思 つています。

○駒村委員長 藤井委員、 どうぞ。

○藤井委員 大 きな点を 2点 、細かな点を 2点 ほ ど述べ させていただ きたいと思います 。

まず 、 1点 日です 。資料 2の 2ペ ー ジの一番下の ところに、 ここに限 らず、囚委員が事

細 かに御指摘 いただいた点です けれ ども、何 をどう読みか えてい くか。 これによつて現場

の方々が納得感があるか ど うか、経営 してい く側が納得感が あるか とい うのが あ ります。

大方針 と して こうしていただ いたのは大英断だなと思 います し、 これ を本 当にや りやす く

す る、中身の あるものにす るには、やは り細か く見ていただ くことが必要 だ ろうと思いま

す。

その上で、書 いていないので、書 いておいていただきた いのですが、 2級 の見直 しを し

てそれ を読み込む とい うのは、局 を越 えてお取 り組み しヽただ くとい う面でも画期的だ と思

いますが、それに力Eえ て、 ここで議論があ りま した認知症 に関す る研修 とか、ユニ ッ トリ

ー ダー研修、そ ういつたもの もどう読み込んでい くか。私は、正直言 つて、ユニ ッ トリー

ダー研修 とい うのは、今後、介護福祉士 を取 つてか らの ものにな つてい くのではないか と

思 つています けれ ども、その辺 りはやは り議論が必要だ ろ うと思います。そ ういつた点 を

細 か くや つていただ きたいとい うのが 1点 目で ございます 。

2点 日、一番大 きな話で、450で よいのか とい うことですが、私は基本的には、石橋委

員、是枝委員がおつ しやった論点に全面的に賛成で ございます。ただ、北村委員が おつ し

ゃった よ うに、当初 600時 間 を考え られた時代か ら、介護 人材が集ま らな くなるとい うこ

とを経験 した事実はあろうか と思 います。私はちょつと廣江委員の言 うよ うに理解 できな

い面が あるのですが、介護職 員 と してのハー ドル を設 けるのではな く、介護福祉士にな る

ところはハー ドル を高 くして処遇 をよ くして、質が高いよと言 つていることを、なぜ、勉

強す る気のない方が不満に思 ってお られ るのか、よ くわか らないのですが、ただ、現 にそ

うい うら、うにお感 じになつて お られ る方が多い。それによつて介護の現場が見捨て られ て

い くとい うF.5題 に対 しては どう考 えるか、重要だ ろうと思 います。今まで 600時 間 とい う
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ものが き ちん と積 み 上 が った上 で 、 これ だ けや らな けれ ば いけな い とい うものが あ りま し

た ら、450に す る こ とで何 が困 るか とい う点 も明確 に議論 で き るの で ございます が 、 それ

が明確でない と ころで、悪い言 しヽ方をす ると、バナナのたたき売 りのよ うに減 らす とい う

ことで、 これ で現場の方が理解 していただけるのであれば、やむ を得ないことなのかな と

いう気 もいた します。

と申 しますの は、私 自身、昨 日も夜 9時 まで、院生の職場で職 員の研修 をや っていたの

ですが、立場上 、 とてつもな く質の低いところか ら質の高 いところと内部 に入つて経営者

の 日で手伝わせ て いただ くのですが、質の低 いところは、何 をや っていいかわか らない と

い うところか ら始 ま ります。そ うなると、資格制度 というものできちん と持 ち上げてい く

とい うことを しないと、一般のサー ビスです と質が低 ければ淘汰 されていけばいいのです

が、介護の場合 はそ うい うことは起 こりません。や は り介護福祉士の資格のハー ドルは高

くあるべ きであ ろ うとい う、石橋委員、是枝委員の総論に賛成 しつつも、妥協的に 450と

いうか、私は本 当によ くわか らないのですが 、河原委 員のおつ しゃるよ うに、 これが現場

の方々に メ ッセー ジとなるのであれば、そ うい う点はあ りかなとい うふ うに思 っています。

細かな点、2つ ほどですけれ ども、資料 2の 12ペ ー ジに今回の 450時 間のイメー ジが出

てお ります。 これ は見た ところ、介護福祉士にそのまま合わせてお られ ると思います。前

回、私は、介護福祉士の教科書 とかカ リキ ュラムを勉強 しているという話 をいた しま した

けれ ども、現在 の カ リキュラムは非常によ くなっているのですが、「生活支援技術」に沿 っ

た形で 「こころ とか らだの しくみ」ができているのはすば らしいのですが、非常に混乱が

ございます。前 回 も申 し上げたか もしれませ んが、例 えば浮腫のよ うな重要 なものが載 っ

ていないとか、今の介護福祉士の カリキュラム上の課題があるのではないか というふ うに

認識 してお ります 。今のカ リキュラムがかな りいいという前提で、その点を見直 した上で、

全 11に 実務者研修 であるとか、訪間介護員 2級 に代わ るものを見直 していただ く作業 |ま 、

大変ですが、や った方がいいのではないか。大筋は変 える必要 |ま ないと思いますけれ ども、

細かな点、現場 で教 えてお られ る先生方はい ろいろ気づいてお られ る方が多いと思います

ので、その見直 しは是非かか っていただきた ぃと思 います。

最後の 4番 目で ございますが、介護福祉士の割合について 50%を めどにすべきとい う話

でございます。先ほ ど来の議論で言います と、一つは、労働者 と しての介護職員という話

と、専門職 と しての介護福祉士 という二面性がある ことを、腑分 けできない部分 もあ りな

が ら議論 してきた と思 いますけれ ども、例 えば 50%と いう目標が あるのであれば、これ は、

だれが どのよ うに して守 ってい くのか。これ を見ます と、ヘルパーの 5害1の 人たちは資格

取得の意 向がな いとい うことであ り、前回、コーホー トみたいな ことを申 し上 げま したけ

れ ども、資料 3の 17ペ ー ジ辺 りを見ます と、10年 以上た っても 5割 程度 しか取 ってお ら

れないとい う現 状 を見 ます と、純粋に線 を伸ば して 5割 の到達は非常に難 しいと思います。

そ うい う意味 で もこの点は、介護労働の確保 として とい う点 と、介護福祉士 とい う専門

職の確保 と して とい う両面に分 けて、特に後者に関 して当初か らの不満は、例 えば医師 と
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か看護師の確保 ではない視点で、労働力確保 とい う視点で こち らは論 じられ ることが 多 い

と思います。看護 、医師 と同 じように、人材確保について、事業者側あるいは地方公共 団

体側 にも責任 を持 つていただ く形で、今後、分けて議論 を していただいた方が、今回の し`

ろいろな混乱 の よ うなもの もないのではないか と思 います。 この検討会は、是非そ うい つ

た形で存続 させ ていただけれ ばなというふ うに思 つてお ります。

○駒村委員長  堀 田委員、いかがで しょうか。

○堀 田委員 欠席が続 いてお りま して申 し訳 あ りません。 3か 所 4点 、申 し上 げた い と思

います。

最初 は資料 1で す。「は じめに」の ところで、当然書かれ るもの と思います けれ ども、人

材の ところか ら始ま っていますが、質の高いサー ビスの安定的な供給が前提にあつて、だ

か らこそ介護 人材の話が重要 であるということを結びつけて書いていただ きたいと思 いま

す。

それか ら、介護職員 と言 つているものは、数字 も含めて、介護保険事業に従事 して い る

介護職の人数な り何な りが書かれていると拝見 しています けれ ども、この報告書は、介護

保険事業に従事す る介護職の ことを取 り上げているとい う理解で よいのか。例 えば福祉 人

材確保指針は もつと広 く視野に入れていたわ けです けれ ども、ここで言 う介護職・ 介護 人

材が どういう人 を想定 しているのか というのは、最初に書 いていただいた方が理解の混乱

がないよ うに思 います。

2点 日は資料 2の 方ですが、今まで幾つか御指摘があつたホームヘルパーの ところ、訪

問介護 員養成研修の今後の在 り方ですけれ ども、私は、入 り回の部分はできるだけ細 分化

しない方がいい と思 つています。「施設・在宅を問わず」は勿論賛成です し、現在 で も実態

としては、障害の分野でもホームヘルパー を持 つて 1動 いてい らつ しやる方 も多いわ けです

か ら、先ほどの 、介護職 を今回は どこまで とらえるか とい うこととも関連 して くるのです

が、統一の入 り口としてホームヘルバーの研修 を見直 してい く、 という位置 づけで もいい

のではないか とい うふ うに思 つています。

その上で、先ほど 130時 間と 450時 間の読みかえの話がありましたけれども、時期的に

並行して見直すのであれば、現在の 130時 間の話とこの実務者研修の話の読みかえを考え

るの は 、余 り現 実 的 で は な い と思 つて います 。450な り 600な り、わ か らな いです が 、 実

務者 研修 の 中 身 を考 えて い く上 で 、実際 は その導 入部 分 の と こ ろが 入 り日の ホー ム ヘ ル バ

ー 研修 に 当た つて い くべ き もの で あ る と思 うの で、現 時 点の 訪 問 介 護 員研修 が 130時 間 だ

か ら、そ の分 、 同 じ時 間 を抜 くとい うことで はな くて 、並 行 して入 り口 とな る研修 の 中 身

を見直 して、 そ の 内容 に 当た る部 分 を抜 きます と。読 み か え る時 間 数 を現 状 で 明記 す るの

で は な くて 、 ホ ー ム ヘ ルバー 研修 の 見直 しを した上 で共 通 の 内容 は抜 きます 、 とい う形 に

した方 が納得 が い くと思 います 。

資料 2の 次 の ペー ジ、実 務 者 研修 の最 後 の と ころに も関係 す る と思 います けれ ど も 、 石

橋 委 員 も最 初 に御 指 摘 くだ さ つて いた と思 います が 、受講 者 が 受 けやす くす る こ との 一 番
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のポイ ン トは、受けたいものに してい くとい うことだ と思います 。今、 どうしても現場の

方が早 く進んで しま って研修の中身が古 くな って しまいがちであることも、魅力がないも

のを「受 け させ られ る」 というら、うに受け取 られ る背景にあると思いますので、研修 内容

をいか に定期的に リフ レッシュ してい くか。中身の リフ レッシュに当た つて、現場 、教育

機関、当事者の方 々の意見 を取 り入れなが ら、データベースの よ うなもの をつ くりなが ら、

研修内容 に反映 させ てい くようなサイクル をつ くつてい く。そ うゃ つて受けたい中身に し

続 けて い く努力を してい く必要性は、是非書いていただきたいとい うふ うに思 っています。

最後 に、先ほ ど樋 口委員も触れ られた、資料 ¬の「おわ りに」に当たるところです。 こ

れは、全体 、介護保険ではないか と思 いなが らの上でお話 しします けれ ども、介護保険が

果たす べ き役割であるとか、そのサー ビスの中身も、今も議論 され ているとお り、い ろい

ろと定 ま らない ところで、サー ビスの在 り方 を前提に した介護職 が果たすべ き役割 とい う

のが、十分 に この場 でも議論 じ尽 くされていないと思います。専 門性も、ジェネラ リス ト

かスペ シヤ リス トか とい う話があつたように議事録 を拝読 していますけれ ども、介護保険

が果たす べ き役割に基づいて、介護職に求め られる役割、専 門性 というものを継続的に議

論 して い く。その中でケアの標準化を図 つて専門化 を進めてい く。いずれ 、も し書 けるの

であれ ば、職種横断的な基礎教育についての検討をす るとい った ことまで含めて、今後の

議論に つ いて、残 された課題 と して しっか り書 き込んでいただけれ ばとい うら、うに思 つて

います 。

○駒村 委 員長 本永委員どうぞ。

○本永 委 員 全国老施協の桝田委員の代理で出てお ります、本永 と申 します。

まず 、骨子案についてです。キ ャリアパスの全体像、先ほ ど介養協の方か らもあ りま し

たけれ ども、 ここには、無資格の ところか ら入職 を してとい うイ メージが書かれているこ

とが、キ ャ リア とい うことを少 しわか りに くくしているのではないかとい う印象 を持 ちま

す。現 場 で今 、議論があるところとしては、入職段階で既に介護福祉士で入職す る方 、無

資格で入 られ る方、ヘルバー 2級 で入 られ る方、これ も後で質問 したいと思いますが 、介

護職員基礎研修 を修 了 して入 られ る方、さま ざまな段階で入職す る人がいて、 どの レベル

にあるか とい うことにかかわ らず、やることはすべて同 じ。だか ら、介護福祉士にな って

何がで きるのか とい う議論が全 くないんですね。「介護福祉士だか らできる」とい うことが

できて い くことが、キ ャリアパスなのだ ろうと思います。今回、介護職の医行為がカ リキ

ユラム に含まれて、介護福祉士の業務 として行 うとい う整理 をされ たことは、介護福祉士

であれ ば ここにつなげていけるんだという評価の流れに してい くのだろうなというふ うに

考 えます 。

当然 の ことなが らキ ャ リアパス とい うのは、働 きなが ら上 に上が ってい くことが前提の

話です か ら、働 きなが らキャ リアア ップがで きてぃ く研修体系、学び続 け られ るシステム

がやは り必要だろうと思います。そのために、先ほど御紹介のありました、通信であると

か、 eラ ーニングであるとか、そうしたものを活用しながら、多少働くことに負担をかけ
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て で も、それ を学 ん だ か らこそ 、何 か 自分 に プラス にな る、仕 事 に プラス に な る。 そ この

評価 の 問題 もつ いて 回 らな い と、資料 3に も あ りま した よ うに 、 ヘルバ ー 2級 をお持 ち の

方 で介護 福 祉 士 を受 け よ うと しな い方 が 多 い とい うの は 、ヘ ル バ ー 2級 で仕事 が済 む か ら

なん ですね 。介 護福 祉 士 に な つたか らとい つて何 らの評 価 が あ るわ けで は な いか ら、 ヘ ル

パー 2級 で十分。だか ら受けない、ということにな っているのだ と思います 。それが評価

で きる報酬上の評価 、 ここで議論すべ きではないと思います けれ ども、介護報酬等 におい

て事業所に資本が投下で きる評価 とい うことをしていただきたい。基本 と して、働 き続 け

なが ら学び続 けることができることの仕組みが、今回、やは り必要なのだ ろうとい うふ う

に思います 。

一つ、質問が あるのです けれ ども、資料 2の コペー ジ、介護職員基礎研修について、ホ

ームヘルバー 1級 については介護職員基礎研修 と一本化で、実態的に実務者研修 6か 月 と

ヘルバー 1級 、介護職員基礎研修が一本化 され ることになる。一本化され ることになると

い う考 え方 は、それぞれの役部は残 るとい う意味だ と思い議す けれ ども、 ここで問題 にな

るのは、実務者研修 6か 月というのは、実務についてお られ る方が介護福祉士 を受験す る

ための補足研修 だと思 いますが、現在 と同 じようにそれ ぞれの役割 とい うことであれ ば、

入職段階で介護職員、実務研修修 了者 とい うことが存在す るのか どうか。先ほ どの 2級 と

介護福祉士の間にあるものか どうか とい う御質問の趣 旨は、多分そ うい う話だ つたのだ ろ

うと思 います けれ ども、そ この ところを御説明いただきたいのが 1点 です。

今回、新 しい実務者研修のカ リキユラムの中に、たんの吸引、経管栄養の医療的ケアの

部分が含まれ ています。実務経験 6か 月であれば、養成校 と同等の知識 として これ を受 け

てお くことが必要 とい う整理がつ くのです けれ ども、ただ、それがそれぞれの役割 とい う

ことであれ ば、実務研修 |ま 修 了 したけれ ども、介護福祉士は受けないとい う人がいる可能

性があ ります。その場合、ここで学んだ ことで、現場においてたんの吸引、経管栄養がで

きるとい う整理になるのか どうか。そ うい う整理が必要 なの と、実務研修ですか ら、それ

ぞれにおいて評価す るとい うことがあ りませんけれ ども、医療的ケアについては外部研修

において、ある一定 レベルに到達 しているか どうか を評価 ・検証 した上でできるよ うにす

るとい う、も う一方の検討会の意見だ と思います。では、医療的ケアについて きち つとで

きる レベルにあるのか どうか という評価 を、 この部分だ けについても行 うのか どうか とい

うことについて、どの ようにお考 えか とい うことを質問 させ ていただきたいと思います。

○駒村委員長 山田委 員の前 に、今の本永委員か らの御質問について、事務局か ら整理 し

てお答 え くだ さい。

○泉福祉人材確保対策室長 御質問の趣 旨をきちん と理解 できたか どうか とい うのが あ り

ます けれ ども、も し違 つていた らおつ しやつていただきたい と思 います。

ホー ムヘルパー 1級 、介護職員基礎研修の両方 と実務者研修 と一本化 と書 いて ございま

すので、名実 ともに研修 は種類 と しては 1種 類になるとい うことで ございます。その意味

において、職場において必要 とされ るサー ビスとか、ものが違 うということはあ り得 ると
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思 います けれ ど も、研 修 の体 系 と しては 可種 類 にな る とい うこ とで ござい ます 。

それ か ら、 た ん の 吸 引、医療 的ケ アの 内容 が 450時 間の カ リキ ュ ラムの 中に入 っ た と し

て 、 それ を受 け た けれ ども、国 家試験 は 受 けな い とい う方 に つ いて 、医療 的ケ ア の 実 施 は

で き る と認 め るの か ど うか 、そ うい う御 質問 で あ る よ うに理 解 しま したが よ ろ しい で しょ

うか 。

○本 永 委 員  そ うい うふ うに整 理 をす るか ど うか 、 とい う ことです 。

○泉 福 祉 人材 確 保 対 策室長  今 後 、検 討 は必 要 です けれ ども、 そ もそ も論 と して 、 たん の

吸 引 、 医療 的 ケ ア に つ きま して は 、介護 福 祉 士資格 を持 つて いな い方 に も 、その た め の研

修 を受 けて いた だ くこ とによ って道 を開 くこ とに して います の で、 そ うい う方 が も しい ら

つ しゃ る とす れ ば 、最 初 はそ ち らの方 をまず 受講 され るの で は な いか とい う理 解 を して い

ます 。 そ の 上 で 、 た ん の吸 引の研修 を既 に と って お られ る方 が その 研修 を 450時 間 の 中で

読 み 込 め るか ど うか 、 こ うい う理解 を して お ります 。 それ は 当然 、前 向 き に検 討す べ き も

の とい うら、うに 思 つて います 。

○ 本 永 委 員  介 護 職 員基礎研修 と一本 化 す る、見直 しとい う意 味 で は あるで しょ うけれ ど

も、現 行 に お い て は 、未就業の方 が介護 職 員基礎 研 修 を受講 して入 職す る とい うス タィル

が一 般 的 だ と思 い ます 。 この ス タイル は な くな る とい うふ うに考 えて よ ろ しい とい うこ と

です ね 。

○ 泉福 祉 人 材 確 保 対 策室 長  な くな る とい うところま で は考 えて お りませ ん で 、 まず この

研修 を受 講 され て 、 その後 、実 務経験 を受 け られ る とい う こ とも、 あ り得 るだ ろ うとい う

ら、うに思 つて お ります 。

○ 本 永 委 員  と い うこ とで あれ ば 、 これ を受 けて介 護福 祉 士 の試験 を受 け られ るま で 1ま 、

実 務 経 験 を少 な くと も 3年 は積 ま な けれ ば い けない 。 当然 、そ こで学ん だ こと と、試験 を

受 け る間 に 3年 の タ イム ラグが生 じる とい う ことに な るの で 、 たん の吸 引 で あ る とか 、 そ

う した技 術 的 な もの に つ いて、試験 を受 けて介護士 を取 りま した とい うと ころで技 術 的 な

担 保 が で き るの か ど うか とい うの は、若 千 不 安に思 う部 分 が あ る とい うこ とです 。 お答 え

いた だ か な くて結 構 で ございます 。

○駒 村 委 員 長  山 田委 員 、大 変 お待たせ しま した。 よ ろ し くお願 い します 。

○ 山 田委 員  石 橋 委 員 あるいは是 枝委 員 の御 意見 は原 則 的 に私 も賛 成 で あ る と同時 に 、河

原 委 員 が お つ しゃ つた ことも、藤 井委 員 の御 発言 もほぼ 同感 です 。 あえて私 の 方 か ら申 し

上 げた いの |ま 、労 働 者 あ るいは雇 用創 出 とい う文脈 と、専 門職 と しての介 護福 祉 士 には ど

うい うハ ー ドル を設 け るべ きか とい う話 が 、 かな り混在 して い る印象 です 。そ こに 関 して

は 、キ ヤ リア パ スや キ ャ リア ラ ダー な ど専 門 性 を認 証 す る仕 組 み 、そ して 、賃 金 な ど一 定

の専 門職 を育 成 ・ 定着 させ る雇 用 条件 等 の イ ンセ ンテ ィブ、 こ ぅぃ ぅことが十 分 確 立 され

て い な い 中 で の 議 論 で 、現状 を前提 に した議 論 とい うの が まず 一 つ あるだ ろ う と。近 い将

来 に は 、 キ ャ リアパ ス 、賃金 、キ ャ リア ラ ダーの よ うな もの が一体 的に 、魅 力 の あ る仕 事

と して の 条 件 が 整 備 され てい くこ とを考 えれ |よ 、 こ こに向 けて は、ハー ドルの高 い専 門職

29



とい う仕組み をつ くつてい くことは絶対欠かせないと思 います。

そ うな つた場合 に、介護福祉士の業務独 占、あるいは介護福祉士の介護 人材における割

合の話です けれ ども、国の基本的な考 え方 は、介護福祉士の任用 を基本 とす る方向性 と認

識 しています 。 これか ら生産労働人口が減少 してい く、一方で介護人材が 250万 人必要 と

い う社会保障 国民会議の報告 を見ています と、現実問題 と しては、やは り議論 をも う一歩

踏み込んで い くべ きかなと思 つています。それは、中・重度の介護が必要な方 、軽度な生

活援助・家事援助 中心の支援が必要な方、あるいは、未だ介護等 を必要 と しないが 、社 会

的に孤立、社会参加 、生活支援の レベルで支援の必要な方、 こうい う対象者像 と、かかわ

る資格の よ うな ものにも、議論 を踏み込んでい くべ きではないか と考 えてお ります 。そ う

いうことと介護福祉士 を業務独 占にす るとい うお話 と、パラ レルな検討 を続 けてい つた ら

どうか。それ らの検討 を含めて、このよ うな検討会は今後も続 けていけば どうか とい うふ

うに考 えて お ります。

以上です 。

○駒村委員長  どうもあ りが とうございま した。

最初 に私 が、資料 1・ 2に ついてとお願 い してお りま して、人によつては資料 3に 触 れ

ていただいた方 もい らつしやいます。も し、資料 3に 触れたかつた けれ ども、私がそ う言

ったせ いで触れ られ なかつた とい う方がい らつしやれば、ほとん ど残 りの時間は ございま

せんけれ ども、資料 3に ついて触れていただいて、そのほか、是非 ともこれ を言わ ない と

帰れない とい う方が あ りま した ら、その言見 を最後に言 つていただ きたい と思います。

で は 、 因 委 員 、 お願 い し輩す 。    ・

○ 因委 員  これ を言 つて おか な い と帰 れ ませ ん 、仲 間 か ら怒 られ ます の で 。 資料 3の 16

ペー ジです 。先 ほ どか らの議 論 を聞 いて います と、 ホー ム ヘルバ ー が介護 福 祉 士 の 資格 を

取 る意 欲 が 5割 ぐ らい しか な い とい うふ うに受 け取 られ て お ります が 、そ うでは な い で す

ね 、 この 資 料 は 。 ホ ー ムヘ ルバ ー養 成 研修 の修 了生 で この ア ンケー トに答 えた 人 は 、訪 問

系 と施 設 系 です の で 、「ホー ム ヘルバー を して い る人 が 」とい う意 味 では あ りませ ん 。修 了

生 の 中の 訪 間 と施 設 両方 の 人 に聞 いた と こ ろ 5割 で あ る とい うこ とです の で 、 これ は き ち

っ と理 解 して お い て いただ きた い。 ヘルパ ー が意 欲 が な いわ Iナ では あ りませ ん 。

それ か ら資 料 3で す が 、16年 に 、再 三 言 つて お ります が 、介護 福 祉 士 に基 本 的 に す る と

い うこ とで す の で 、少 な くとも 24年 報酬 改 定 で は 5害J、 6割 で設 定 して いた だ いて 、誘 導

して いた だ きた い な と思 つて お ります 。

○駒 村 委 員 長  石橋 委 員、 お願 い します 。

○ 石橋 委 員  ど う して も一 言 とい うことです けれ ども、樋 El委 員が お つ しや つた よ うに 、

日本 の介 護 とい うの は国際標 準 化 され るべ きだ と私 も思 つて お ります 。 国際 標 準 化 され る

ため に は 、介 護 の 中核 を担 つて い る介護 福 祉 士の 質 の 担 保 が 必要 だ と思 つて お りま す 。 そ

して質 の担 保 の た め に は、資格 取 得方 法 の一 元 化 を是 非 とも早急 にす べ きだ と思 つて お り

ます し、併 せ て 、介 護 福祉 士 に な るま で の養 成課 程 の カ リキ ユラム が国 際 的 に も評 1面 され
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る内容 に な って い るかが重要 にな ります の で、や は り資格 を取 得 す るまで の養 成課 程 に つ

いて は 、実 務 経 験 コー スで あれ養 成課 程 で あれ 、世界 に誇れ る きちん と した カ リキ ュ ラム 、

養 成 の 在 り方 とい うことを しつか りと念頭 に置 いて 検 討 して いただ きた い 。

また 、養成課程の 2年 課程 と実務経験 コース とぃ ぅのは、どち らも基本 的な受験 資格 に

ついて は、「幅広 い利用者に対 して基本的な介護がで きる能力を修得するた めに必要 な研修

内容 とす ること」。これは原理原則 ですか ら、そ こは両者が大き く違わないよ うにきちん と

責任持 つていただきたいと思 います。

○駒村委 員長  では、藤井委員、樋 口委員、田中委員の順でお願 い します 。

○藤井委 員 手短に。資料 2の 13ペ ー ジにご先ほどどなたか議論があ りま したけれ ども、

「スクー リングは 45時 間程度 と仮定」と。あ くまで仮 定という意味な らいいですが、まだ

この議論 は必要 かなと思います。と申 しますのが、医療的ケアに関する研修が 50時 間であ

るとか 、技術講習、試験免除にな るものが、今、30時 間余 りあると思います けれ ども、そ

れが仮 に どの程度スクー リングになるのか。これを引いて しま うとほとん どな くな るとい

う世界 です し、北村委員か ら出 していただいた資料 は大変いい資料だと思 いますが 、逆 に

私は大変不安にな りま した。当初 この委員会 で、通信 は基本的に余 り賛成 ではない とい う

ことを申 し上 げま したけれ ども、私が通信 をやるとすれば、きちん と学ん でいただいて、

事例 を出す。それについてきちん と答 えていただいて、どのよ うなケアを どの よ うにや る

かとい うの を書 いてきていただ く。それ をもとに演習するとい うスクー リングはあ りだ と

思い萩す けれ ども、小テス トとい うの をや ります と、大体が通信教育とい うのは、教科書

を読み なが ら適 当に答えられ るというものにな りが ちですので、今後、この辺 りは しっか

り議論 していただきたい。この「45時 間程度 と仮定」 とい うのが、ひとり歩 きするのが大

変怖 いな とい うことです。

それ か ら、資料 ¬にキャ リアパス、キャ リア形成 、キャ リアア ップ等の言葉があ りま し

て、きちん と使 い分 けられている と思 いますが、キ ャ リアパスの方は介護職 員の処遇改善

のところでも使われ ている。つま り、従業者側が努 力するためのキャリアパス とい うら、う

にも使 われ ていますが、こち らは資格の上でのキャ リアパスなので、何か説明な り注釈 を

入れ て いただかないと、キャ リアパス とい う言葉でかな り現場が混乱 しま したので、その

点、注釈 をお願 いいただけれ ばと思います。

○駒村委 員長  樋 口委員、お願 い します。

○樋 口委 員  「は じめに」に入れ ていただけなけれ ば、「終わ りに」で追加 の一言でもよろ

しいと思 います けれ ども、「は じめに」で介護人材への需要の状況が書いて ございます。こ

れは勿論 、国の社人研や社会保障国民会議での推計 をもとに してお ります か ら、 これは こ

れで結構 なの ですが、私は個人的にはもつとず っと爆発的に需要は大き くなると思 ってお

ります 。

御承知 の とお り、その人に必要 な医療 を全部提供す るのが医療保険です けれ ども、介護

保険は 、もとも と家族が全部担つていたところへ、厚労省 も、「家族介護の軽減」とい う言
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葉 を使 つていま して、軽減 ということを一つのね らいとして介護保険制度 は発足 していま

す。医療の世界 にある混合診療とい う言葉 を使えば、介護保険制度 で受 ける介護サー ビス

の提供 はも とも と混合介護であります。それ も実は、家族の方でかな りの部分が担われて

いるのであ つて、今後、介護需要の変動要因になるものは、 ここに書かれているのは、高

齢者の増加 と要介護度の認定 を年齢別に推計 した ことな どか ら出されていると思います け

れ ども、大 きな変動要因は家族の介護能 力の変化です。今は完全におひ と り様 、おふた り

様化 して、家族 における介護能力の急激な低下は目に見えてお りますか ら、 これ を介護保

険が担 い切れ るか どうかはまた別な論議 といた しま して、介護需要 とい うのは もっと増 え

ると思います。

ですか ら、「は じめに」の例 えば 4つ 目のポツに、「 しか しなが ら、中長期 的には上記の

よ うな需給状況及び家族構成の急激な変動か ら、人材難の傾 向が これまで以上 に続 くと考

えられ る」とか 、その くらい入れていただけないか と思 つてお ります。「は じめに」がち よ

つと危ない とお思 いで した ら、「おわ りに」でも結構でございます。

○駒村委 員長  では、田中委員、お願 い します。

○田中委員  2点 、最後に申 し上 げたいと思 います。

600時 間 6か 月以上の研修期間について、多 くの方々で認識の違 いがあ りま した。 どう

も十分理解 され ていなか つた とい うことが、一つの大きな原因であ つたか と思 います 。私

たちは、600時 間 と、国家試験については 24年 施行 とい うことで準備 を してまい りま した。

しか し、 この検討会でいろいろお聞 き して、なかなか大変だ とい うことを考慮 しま して、

3年 間延期 とい うことについては、性急にものを決めないで、もう一度グラン ドデザ イン

を考 えては ど うですか、そのための時間 とい う意味で、私は 3年 間 とい うことについて了

解 を申 し上 げたわ けでございます。

そ こで、中身についてです けれ ども、以前皆様方にお配 りした中で、私た ちは、 6か 月

以上 を通信 でや ることについてモデルを出 しているわけですが、大事なのはスクー リング

だ とい う位置 づ けを しています。 これは 45時 間 を設定 してお ります けれ ども、 この 45時

間を 6日 間で設 定 した場合に、介護過程・介護の基本、生活支援技術、コ ミュニケー シ ヨ

ン、この 4つ を、9つ の事例 をlJll示 しなが らペーパー要介護者 を使 つてモデル を展開す る、

こうい うイメー ジを具体的に出 してお ります 。 この中身を見ていただいた ら、恐 ら く現場

の人たちは、 こうい うことだ つた ら勉強 した いな とい うふ うに思 うわ けです。私はそ う思

います。そ うい う意味で、 1枚 の カ リキュラムだけを配 るのではな く、一体 こうしヽ うこと

をや つた ら今度の 600時 間で何が修得で きるのか ということを、もつと具体的に情報 を発

信 していただきたいと思います。我々はや つてお ります。個人でも協会でもや つて お りま

すが、なかなか伝わ らない。

最後に、 3年 の延期のことでございますけれども、それは、グランドデザインというこ

とを考える上でそのぐらいの時間が必要ではないかということで申し上げたわけで、是非

とも、専門性の高まつていく点も含めて人材の在 り方検討委員会の継続を提案 したいと思

32



います 。

○ 駒 村 委 員長  な か なか議 論 も尽 きな い よ うで ござい ます けれ ども 、本 日は 、大 変御 熱 心

な議 論 を あ りが と うご ざい ま した。 次 回 は報告書 案 の と りま とめ に入 らな けれ ば い け な い

と思 い ま す 。事 務 局 に おか れ ま して は 、今 日出た委 員 の意 見 を、 多少 で こぼ こ した と こ ろ

は あ りま す が 、そ の分 につ いて は整 理 して いた だ いて 、反映 させ て くだ さい。

そ して 、450時 間 に つ い て は まだ若 干 の議 論 の違 いが あ ろ うか と思 つて お ります 。今 日、

こ こで 委 員長 と して強 引 に と りま とめ て しま うこ とは で きな い状 態 か と思 います の で 、次

回 、 も う少 しこの 点 に つ い て議 論 を進 め た い と思 います 。

今 、 お話 をお聞 き して お ります と、 2つ の 見方 が あ ります 。 この研修 、 あ るいは介 護 の

資格 を提 供 す る立 場 の方 は 、質 の と こ ろを非常 に重視 してお ります 。専 門 家 と して この職

に就 く人 の あ るべ き水 準 に つ いて、 ど うあ るべ きなの か 。本 人た ちが 多少拒 否 感 が あ って

も、や や パ ター ナ リス テ ィ ックな立 場 か も しれ ませ ん けれ ども、 こ うあ るべ きでは な いの

か とい う視 点か らの御 発言 が あ った と思 います 。これ は平 成 19年 の 改 正 も含 め て 、理 想 論

とい うか 、 あるべ き論 とい うの が一 つの 見方 と して あ る と思 います 。

一 方 、量 に着 目す る立場 、 あ るいは 、 この 研修 な り資格 を受 け る立場 の 人か ら見れ ば 、

向上意 欲 は確 か に あ る。 しかt、 一方 で は労 働者 で あ り生活 者 で あ る とい う見 方 です 。 そ

して 、資 格 を取 得 す るため の コス トとベ ネ フ ィ ッ トを冷 静 に考 えた ときに 、その コス トは 、

直 接 的 な 研 修 の コス トもあ る し、機 会 費 用 とい う、その 間働 けな い コス トもあ る し、職 場

復 ll■ に か か わ る さホ ざま な調 整 コス トもあ る。 あ るい は ベネ フ ィ ッ トが ど うなのか 。 それ

にら、さわ しい賃 金 報 酬 が得 られ るの か 。 これ につ いて は 、介 護 報 酬 や 、他 の労 働 者 の 条 件

との相 対 的 な意 味 も あ るで は な いか 。 ベ ネ フ ィ ッ トの部 分 に つ い て は あ る意 味 不確 実 性 が

あ つて 、 そ の とき どきで状 況 に よ って 変わ つて しま う部 分 もあ る。 それ を踏 ま えなが ら両

者 をい か に調 整す るの か 。 この調 整 が うま くいか な い と、我 々が これ か ら目指 す社 会 とい

うの は 、 資 料 3の 5ペ ー ジに書 いて あ ります よ うに、2007年 か ら 2025年 で 、介護職 員 の

数 が労 働 者 に 占め る割 合 1.8%が 最大 4.4%に な る。これ は恐 ら く、30%要 る とい うこ とに

なれ ば 、 2007年 で介 護福 祉 士 の 資格 を持 つて い る人は 0.6、 この 人 を 22ま で上 げな けれ

ば い け な い とい う、長 期 の 目標 にた ど り着 けな くな って しま うとい うこ とで あ ります 。

これ は藤 井委 員 もお つ しゃ って いま した けれ ども、私 もお話 を聞 いて 、大 変 難 しい選 択 、

調 整 に な って くる と思 います 。委 員の 皆様 に おかれ ま しては 、是 非 こ う した長 期 的 な視 点

と、今 回 ― lallき りで こ うい う制 度 が 固 定 され て しま うわけ で は な く、この状 況 に合わせ て 、

山 田委 員 も お話 が あ りま した けれ ども、資格 の体 系 に つ いて は微 調 整 とい うこ とも議 論 と

してや らな けれ ば い けな い と思 います 。 そ うい う繰 り返 しの話 の 中で こ うい った議 論 が進

ん で い くこ とを踏 ま えて いた だ いて 、理想 の ところと現 実 とい うか 、情 熱 の と ころ と冷静

な部 分 を いか にす り合 わ せ るか 、次 回 、是非 御協 力 をいただ きた い と思 って お ります 。

次 回 は 、、今後 の 介護 人材 の在 り方 に つ いて 引き続 き議 論 をいた します 。 次 回 に報告 案 を

事 務 局 に 作 成 して いた だ き、 それ に つ いて議 論 した い と思 います 。
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最後 に、事務局よ り、次回の 日程について報告 をお願い したい と思います。

○事務局 次 ECIl、 第 9回 の 日程につきま しては、 1月 20日 (木 曜 日)10時 か らを予定 し

てお ります。会場等につきま しては追 って御連絡 させていただきますので、 よろしくお願

いいた します。

○駒村委員長 それでは、 これで「今後の介護人材養成の在 り方 に関す る検討会」第 8回

の会議 を開会 いた します。長期にわた る御議論、大変 あ りが とうございま した。
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第 9回 (1月 20日 )今後の介護人材養成の在 り方に関する検討会 1樋 口委員提出資料

平成 23年 1月 20日

所 感

今後の介護人材のあり方に関する検討会メンバー

NPO法人高齢社会をよくする女性の会

理事長 樋口 恵子 |

今後の超高齢社会に向けて介護人材はこれまでの予測を上回つて量の増加と質の向上が

求められています。この適切な時期に討議に参加させていただいたことを感謝申し上げま

す。

ただし私は当検討会を、介護実務者研修の実態に合わせた若干の見直し、介護福祉士は
じめ介護従事者の一歩進んだキキリアパス等を検討する場だと思い込んでいました。まさ
かかつて私自身も参加して検討し、その後法制化された介護福祉士国家試験について、養
成施設卒業者の3年間延期を決定する場だとは思いませんでした。読みが浅かつた、と言
われれば不明を恥じるのみです。

1.養成施設卒業者の国家試験 3年延期について

私は以前から、他のあらゆる専門的業務と並んで介護福祉士が専門性と社会的評価を

得るためには、国ないし都道府県による公的資格試験合格が条件になる、と主張してき
ました。この意見は全く変わりません。今回は、 3年間と期限が明確に示されています
ので、諸般の事情、準備期間を考えてあえて反対はしなぃ、ということです。

2.実務者研修の時間数等について

介護福祉士をめざす実務者が、高い専門性を取得するための研修は必須であり、通信

教育のみならず理論 。実習とも身につけた介護者になってぃただきたい。そのために地

域の福祉系高校を含む養成施設の協力をお願ぃしたいと存じます。現場の実態に合わせ

るといっても時間数の削減をはかるのは限度があります。 ①現場の人々が受講しない

と損だと思うように内容を充実すること ②過去から将来への研修の積立て預金ができ
るシステムを構築すること ③介護人材の需要増大を見越して介護職員への入り回はで

きるだけ幅広にとること ④研修実習が頻繁にあることが “向上できる職業"と して介

護職の魅力となり、また仲間との出会いの場となるよう設定すること ⑤事業者はOJT
のみならず従業員の研修参加を推進する義務を自覚すること。行政はそのような事業者
への支援策を講ずること ⑥国。自治体は研修を促進する奨学金制度等をすすめること、

等をお願いします。

3.今回討議されたことが介護福祉士・介護職員の資質向上に直結することを私たち高齢
者は心から望んでいます。そして学習し資格取得した介護福祉士等が、それにふさわし
い待遇を確保されること、社会全体が介護職員に敬意ある関心を持つこと、を祈ってや

みません:あ りがとうございました。




